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ニ
ュ
ー
・
ジ
ー
ラ
ン
ド
の
　
「
独
立
」

-
　
議
会
の
立
法
権
限
の
展
開
過
程
の
分
析
を
通
じ
て

1　　・

≡a
i

序
　
論

N
e
w
 
S
o
u
t
h
 
W
a
l
e
s
 
C
o
n
t
i
n
u
a
n
c
e
 
A
c
t
1
8
4
0
(
U
K
)

C
o
n
s
t
i
t
u
t
i
o
n
A
c
t
1
8
5
2
(
U
K
)

結
　
論

一
序

諭

西
　
　
谷

英
国
の
植
民
地
は
、
次
第
に
内
政
上
の
自
治
権
限
を
拡
大
し
、
カ
ナ
ダ
'
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
お
よ
び
ニ
ュ
ー
・
ジ
ー
ラ
ン
ド
等
の
植
民
地

は
、
l
九
世
紀
の
後
半
に
は
国
家
の
形
態
を
と
と
の
え
て
い
っ
た
.
と
こ
ろ
で
こ
の
よ
う
な
自
治
権
を
有
す
る
ド
、
、
:
t
オ
ン
(
D
o
m
i
n
i
o
n
)

(
-
)

も
'
そ
の
当
時
国
際
法
上
は
、
英
帝
国
の
l
部
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
た
o
　
し
か
し
な
が
ら
、
ド
ミ
ニ
オ
ソ
は
、
第
l
次
大
戦
後
の
ヴ
ェ
ル

サ
イ
ユ
会
議
で
イ
ギ
リ
ス
本
国
と
は
別
個
の
資
格
で
平
和
条
約
に
署
名
し
、
ま
た
カ
ナ
ダ
、
オ
ー
ス
・
L
t
フ
リ
ア
、
ニ
ュ
ー
・
ジ
ー
ラ
ン
ド

お
よ
び
南
ア
フ
リ
カ
共
和
国
の
四
ド
ミ
ニ
オ
ン
は
、
英
国
国
王
が
イ
ン
ド
皇
帝
を
兼
ね
る
イ
ン
ド
帝
国
と
と
も
に
、
英
本
国
と
は
別
個
に

:gk

国
際
連
盟
に
加
盟
し
た
。
ま
た
、
一
九
二
三
年
に
は
、
英
国
国
王
の
名
の
も
と
に
、
第
三
国
と
条
約
を
締
結
す
る
権
限
が
認
め
ら
れ
た
。

(
3
)

こ
の
よ
う
に
し
て
、
国
際
法
上
ド
,
、
:
t
オ
ン
は
、
主
権
国
家
と
同
様
に
国
際
法
上
の
法
人
格
を
認
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
O

ヽ
1

5H
H
H
り
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r
<
E
サ

と
こ
ろ
で
、
1
九
二
六
年
の
帝
国
会
議
(
t
h
e
l
m
p
e
r
i
a
l
 
C
o
n
f
e
r
e
n
c
e
)
　
は
、
L
o
r
d
 
B
a
l
f
o
u
r
を
委
員
長
と
す
る
I
n
t
e
r
-
I
m
p
e
r
i
a
l

R
e
l
a
t
i
o
n
s
C
o
m
m
i
t
t
e
e
の
報
告
(
B
a
l
f
o
u
r
R
e
p
o
r
t
)
を
採
択
し
た
.
こ
の
報
告
は
'
「
英
国
本
国
と
ド
、
、
‥
一
オ
ン
は
、
国
王
に
対
す
る
共

通
の
忠
誠
に
よ
っ
て
結
ば
れ
イ
ギ
リ
ス
・
コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ス
(
t
h
e
B
r
i
t
i
s
h
C
o
m
m
o
n
w
e
a
l
t
h
o
f
N
a
t
i
o
n
s
)
の
1
員
と
し
て
自
由
に
結
合
す

る
も
の
で
あ
る
が
、
英
帝
国
内
に
お
け
る
自
治
的
共
同
体
で
あ
っ
て
、
そ
の
地
位
は
平
等
で
あ
り
、
帝
国
内
ま
た
は
対
外
的
事
項
に
つ
い

(
5
)

て
相
互
に
な
ん
ら
従
属
関
係
に
置
か
れ
る
こ
と
は
な
い
」
と
述
べ
た
。
ま
た
、
B
a
l
f
o
u
r
報
告
の
法
的
表
現
で
あ
る
、
S
t
a
t
u
t
e
o
f
W
e
s
t
-

(

ォ

O

o

)

m
i
n
s
t
e
r
1
9
3
1
(
U
K
)
は
、
イ
ギ
リ
ス
・
コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ス
と
い
う
国
家
結
合
の
1
員
を
構
成
す
る
ド
ミ
ニ
オ
ン
の
法
的
地
位
を
明
ら
か
に

(
c
。
)
　
　
　
　
　
　
　
　
O
)

し
た
。
l
九
四
七
年
の
イ
ン
ド
共
和
国
の
成
立
、
ま
た
R
o
y
a
l
T
i
t
l
e
s
A
c
t
1
9
5
3
を
経
て
、
ド
ミ
ニ
オ
ン
の
独
立
性
が
イ
ギ
リ
ス
・
コ
モ

(
2
)

ン
ウ
ェ
ル
ス
内
に
お
い
て
広
-
認
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
.
そ
し
て
現
在
の
コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ス
　
(
t
h
e
C
o
m
m
o
n
w
e
a
l
t
h
)
は
、

「
自
国
の
政
策
に
責
任
を
有
し
、
人
民
の
共
通
の
利
益
と
国
際
理
解
お
よ
び
世
界
平
和
の
促
進
の
た
め
に
協
議
し
協
力
す
る
、
独
立
主
権

1
〓
_
、

国
家
の
自
由
な
結
合
」
と
定
義
さ
れ
'
ド
ミ
ニ
オ
ン
(
H
e
r
M
a
j
e
s
t
'
s
D
o
m
i
n
i
o
n
)
と
は
'
英
国
以
外
の
コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ス
諸
国
で
英
国
国

(
2
)

王
を
元
首
と
す
る
も
の
を
意
味
す
る
。

一
般
に
、
ド
ミ
ニ
オ
ン
は
、
そ
の
内
政
上
の
自
治
権
限
を
拡
大
し
、
そ
れ
に
と
も
な
い
国
際
法
上
の
法
人
格
が
認
め
ら
れ
る
よ
う
に

(
2
)

な
っ
た
と
述
べ
ら
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
ニ
ュ
ー
・
ジ
ー
ラ
ン
ド
に
関
し
て
は
、
明
示
的
に
独
立
を
認
め
る
行
為
が
存
在
し
た
わ
け
で

(
2
)

は
な
-
、
ま
た
英
国
法
上
ま
た
は
ニ
ュ
ー
・
ジ
ー
ラ
ン
ド
法
上
、
独
立
が
明
ら
か
に
さ
れ
た
こ
と
も
な
い
。

と
こ
ろ
で
、
ニ
ュ
ー
・
ジ
ー
ラ
ン
ド
憲
法
は
、
コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ス
の
中
で
唯
一
英
国
憲
法
と
同
様
の
法
的
構
成
を
有
す
る
憲
法
で
あ

0

2

)

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

(

2

)

り
'
ま
た
単
1
国
家
で
あ
る
た
め
、
連
邦
制
度
に
よ
る
議
会
主
権
原
則
の
制
限
が
問
題
と
は
な
ら
な
い
o
そ
し
て
英
国
の
欧
州
共
同
体
加

(
S
O
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
(
2
)

人
後
に
お
い
て
'
英
国
式
の
議
会
主
権
原
則
が
適
用
さ
れ
る
唯
1
の
国
で
あ
る
と
い
わ
れ
る
O

本
稿
に
お
い
て
は
、
主
権
を
有
す
る
ニ
ュ
ー
・
ジ
ー
ラ
ン
ド
議
会
の
立
法
権
限
の
展
開
過
程
を
明
ら
か
に
す
る
~
こ
と
に
よ
り
、
ニ
ュ
ー

`
4
丁
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B
S

e
U
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・

f

e

独のドン1
7

・
・
.
1ユニ

(
S
)

,
ジ
ー
ラ
ン
ド
の
「
独
立
」
を
検
討
す
る
。
H
に
お
い
て
は
ニ
ュ
ー
・
ジ
ー
ラ
ン
ド
最
初
の
憲
法
で
あ
る
N
e
w
S
o
邑
h
W
a
l
e
s

c
o
n
t
i
n
u
a
n
c
e
A
c
t
1
8
4
0
(
U
K
)
上
の
ニ
ュ
ー
・
ジ
ー
ラ
ン
ド
議
会
の
立
法
権
限
を
、
三
に
お
い
て
は
C
o
n
s
t
i
t
u
t
i
o
n
A
c
t
1
8
5
2

「
U
K
)
上
の
ニ
ュ
ー
ー
^
-
ラ
ン
ド
議
会
の
立
法
権
限
に
対
す
る
制
限
お
よ
び
そ
の
解
消
を
検
討
す
る
。

二
N
e
w
S
o
u
t
h
W
a
l
e
s
C
o
n
t
i
n
u
a
n
c
e
A
c
t
1
8
4
0
(
U
K
)

ニ
ュ
_
.
ジ
ー
ラ
ン
ド
は
、
l
八
四
〇
年
二
月
六
日
の
ワ
イ
タ
ン
ギ
条
約
に
よ
り
英
国
植
民
地
と
な
童
ニ
ュ
ー
・
ジ
ー
ラ
ン
ド
は

当
初
、
l
八
三
九
年
六
月
l
五
日
の
開
封
勅
許
状
(
L
e
t
t
e
r
P
a
t
e
n
t
)
に
基
づ
き
、
=
ユ
ー
・
サ
ウ
ス
・
ウ
ェ
ー
ル
ズ
植
民
地
の
1
部
で

3
矧
E

あ
っ
た
o
英
国
議
会
は
、
N
e
w
S
o
u
t
h
W
a
l
e
s
C
o
n
t
i
n
u
a
n
c
e
A
c
t
1
8
4
0
(
U
K
)
に
お
い
て
、
開
封
勅
許
状
に
よ
り
ニ
ュ
ー
・
ジ
ー
ラ

ン
ド
を
独
立
し
た
植
民
地
と
す
る
こ
と
が
出
来
る
と
定
娠
s
。

U
-
1
八
四
〇
年
二
月
i
六
日
の
開
封
勅
許
状
に
よ
っ
て
、
ニ
ュ
ー
・
ジ
ー

ラ
ン
ド
は
、
一
八
四
一
年
五
月
三
日
以
降
、
ニ
ュ
ー
・
サ
ウ
ス
・
ウ
ェ
ー
ル
ズ
と
は
独
立
し
た
植
民
地
で
あ
る
と
宣
言
さ
れ
た
。
ニ
ュ
ー

.
ジ
ー
ラ
ン
ド
に
お
け
る
最
初
の
憲
法
で
あ
る
N
e
w
S
o
u
t
h
W
a
l
e
s
C
o
n
t
i
n
u
a
n
c
e
A
c
t
1
8
4
0
(
U
K
)
第
三
条
は
、
英
国
女
王
に
よ
り

任
命
さ
れ
た
議
員
に
よ
り
構
成
さ
れ
る
議
会
(
L
e
g
i
s
l
a
t
i
v
e
C
o
u
n
c
i
l
)
を
設
立
し
た
。
こ
の
議
会
は
、
P
e
a
c
e
,
O
r
d
e
r
a
n
d
G
。
。
d

G
o
v
e
r
n
m
e
n
t
o
f
N
e
w
Z
e
a
l
a
n
d
に
関
す
る
法
を
制
定
す
る
権
限
を
有
し
て
い
た
が
、
枢
密
院
の
助
言
に
基
づ
-
女
王
(
国
王
)
の
指
示

に
従
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
制
定
法
は
、
英
国
法
に
抵
触
し
て
ほ
な
ら
ず
'
ま
た
出
来
得
る
限
り
英
国
法
に
そ
っ
た

も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
規
定
さ
れ
た
。
ま
た
、
,
;
'
*
-
ラ
ン
ド
議
会
の
こ
の
権
限
は
、
女
王
(
国
王
)
の
裁
可
お
よ
び
英
国

議
会
の
承
認
に
服
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
、
N
e
w
S
o
u
t
h
W
a
l
e
s
C
o
n
t
i
n
u
a
n
c
e
A
c
t
1
8
4
0
(
U
K
)
の
も
と
で
は
、
ニ

ュ
ー
・
ジ
ー
ラ
ン
ド
は
,
英
国
政
府
の
助
言
に
従
い
国
王
に
よ
り
統
治
さ
れ
て
い
た
、
あ
る
程
度
.
の
自
治
権
限
を
有
す
る
植
民
地
で
あ
っ

た
と
い
う
こ
と
が
出
来
る
。

a
a
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:
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r
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三
C
o
n
s
t
i
t
u
t
i
o
n
A
c
t
1
8
5
2
(
U
K
)

(
S
)

C
。
n
s
t
i
t
u
t
i
o
n
A
c
t
1
8
5
2
(
U
K
)
は
、
現
在
の
ニ
ュ
ー
・
^
v
ラ
ン
ド
憲
法
の
l
部
を
構
成
す
る
英
国
議
会
制
定
法
で
あ
る
が
'
'
当
該

制
定
法
に
よ
っ
て
、
ニ
ュ
ー
・
ジ
ー
ラ
ン
ド
は
代
表
政
府
を
有
す
る
こ
と
と
缶
,
ニ
ュ
ー
・
ジ
ー
ラ
ン
ド
議
会
ォ
3
)

(
G
e
n
e
r
a
l
A
s
s
e
m
b
l
y
)

も
よ
り
広
範
な
立
法
権
限
が
付
与
さ
れ
、
ニ
ュ
ー
・
ジ
ー
ラ
ン
ド
は
自
治
領
と
し
て
の
体
裁
を
と
と
の
え
て
い
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
こ

の
ニ
ュ
ー
・
ジ
ー
ラ
ン
ド
議
会
は
、
全
て
の
事
項
に
関
し
立
法
が
出
来
る
わ
け
で
は
な
く
、
六
つ
の
制
限
が
課
せ
ら
れ
て
い
た
。
即
ち
、

m
C
o
n
s
t
i
t
u
t
i
o
n
A
c
t
1
8
5
2
(
U
K
)
を
改
正
す
る
権
限
に
対
す
る
制
限
、
脚
領
域
外
に
対
す
る
立
法
管
轄
雁
の
不
存
在
(
e
x
t
r
a
t
e
r
r
i
t
o
r
i
a
l

i
n
c
o
m
p
e
t
e
n
c
e
)
、
㈱
P
e
a
c
e
,
O
r
d
e
r
a
n
d
G
o
o
d
G
o
v
e
r
n
m
e
n
t
o
f
N
e
w
Z
e
a
l
a
n
d
未
定
に
よ
る
制
限
、
初
英
国
法
と
の
抵
触
禁
止

(
r
e
p
u
g
n
a
n
c
y
)
、
㈲
英
国
国
王
に
よ
る
裁
可
の
た
め
の
総
督
の
草
案
保
留
(
r
e
s
e
r
蔓
i
o
n
)
、
㈲
総
督
が
同
意
を
与
え
た
法
律
の
英
国
国
王
に

ょ
る
拒
絶
(
d
i
s
a
l
l
o
w
a
n
c
e
)
で
あ
る
O

一
票
法
改
正
権
限
の
制
限

の
C
o
n
s
t
i
t
u
t
i
o
n
A
c
t
1
8
5
2
(
U
K
)
;
C
o
n
s
t
i
t
u
t
i
o
n
A
m
e
n
d
m
e
n
t
A
c
t
1
8
5
7
(
U
K
)

議
会
権
限
に
関
す
る
1
般
規
定
で
あ
る
C
o
n
s
t
i
t
u
t
i
o
n
A
c
t
1
8
5
2
(
U
K
)
第
五
三
条
は
、
「
ニ
ュ
ー
・
ジ
ー
ラ
ン
ド
議
会
は
、
I
I
英

国
法
に
抵
触
し
な
い
限
り
、
ニ
ュ
ー
・
ジ
ー
ラ
ン
ド
の
P
e
a
c
e
,
O
r
d
e
r
a
n
d
G
o
o
d
G
o
v
e
r
n
m
e
n
t
o
f
N
e
w
Z
e
a
l
a
n
d
の
た
め
の
法
律

ォ
ァ
)

を
制
定
す
る
権
限
を
有
す
る
-
・
・
・
」
と
規
定
し
'
ま
た
第
六
七
条
は
下
院
(
H
o
u
s
e
o
f
R
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
v
e
s
)
の
議
員
数
を
増
加
す
る
権
限
を

(
f
c
)

付
与
し
た
が
、
こ
れ
ら
の
権
限
に
基
づ
-
立
法
は
、
英
国
国
王
の
裁
可
を
必
要
と
し
な
か
っ
た
。
他
方
、
第
六
八
条
は
下
院
議
員
の
選
出

に
関
し
、
ま
た
第
六
九
条
は
地
方
自
治
の
体
制
に
関
し
、
C
o
n
s
t
i
t
u
t
i
o
n
A
c
t
1
8
5
2
(
U
K
)
を
改
正
す
る
権
限
を
ニ
ュ
ー
・
ジ
ー
ラ
ン
ド

議
会
に
明
示
的
に
認
め
て
い
た
O
し
か
し
な
が
ら
同
時
に
、
第
六
八
粂
お
よ
び
第
六
九
条
は
、
C
o
n
s
t
i
t
u
t
i
o
n
A
c
t
1
8
5
2
(
U
K
)
を
改
正

ど
U

ワ
)

ヽ
1
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w独のドンラs
ユ

ニ

す
る
ニ
ュ
ー
・
ジ
ー
ラ
ン
ド
議
会
の
1
敗
的
権
限
を
否
定
し
、
当
該
法
を
改
正
す
る
た
め
に
は
英
国
国
王
の
裁
可
が
必
要
で
あ
る
と
規
定

す
る
o
し
た
が
っ
て
、
第
六
七
条
-
第
六
九
条
に
お
い
て
明
示
的
に
認
め
ら
れ
た
改
正
権
限
に
基
づ
く
は
か
は
、
ニ
ュ
ー
・
ジ
ー
ラ
ン
ド

議
会
は
'
C
o
n
s
t
i
t
u
t
i
o
n
A
c
t
1
8
5
2
(
U
K
)
を
独
自
に
改
正
す
る
権
限
を
有
し
て
い
な
か
っ
た
。

(
」
)

c
o
n
s
t
i
t
u
t
i
o
n
A
m
e
n
d
m
e
n
t
A
c
t
1
8
5
7
(
U
K
)
第
二
条
は
、
第
六
七
条
-
第
六
九
条
を
廃
止
し
、
C
o
n
s
t
i
t
u
t
i
o
n
A
c
t
1
8
5
2
(
U
K
)

(
8
)

の
規
定
を
改
正
す
る
1
般
的
権
限
を
認
め
た
が
、
議
会
'
総
督
の
権
限
等
、
重
要
事
項
を
規
定
す
る
≡
ヵ
条
に
関
し
て
は
'
従
来
通
り

英
国
議
会
制
定
法
に
よ
る
改
正
が
必
要
と
さ
れ
た
。

㈲
　
C
o
l
o
n
i
a
l
L
a
w
s
V
a
l
i
d
i
t
y
A
c
t
1
8
6
5
(
U
K
)

(g)

c
o
l
o
n
i
a
l
L
a
w
s
V
a
l
i
d
i
t
y
A
c
t
1
8
6
5
(
U
K
)
第
五
条
は
、
植
民
地
議
会
は
、
当
該
植
民
地
に
お
い
て
適
用
さ
れ
る
英
国
議
会
制
定

法
、
開
封
勅
許
状
,
枢
密
院
令
並
び
に
植
民
地
制
定
法
に
規
定
さ
れ
る
手
続
お
よ
び
形
式
に
従
っ
て
、
議
会
の
構
成
、
権
限
お
よ
び
手
続

(
5
3
3

に
関
し
立
法
す
る
完
全
な
権
限
を
有
す
る
と
規
定
す
る
o

こ
の
規
定
を
も
っ
て
,
ニ
ュ
ー
'
蝣
b
-
ラ
ン
ド
議
会
は
C
o
n
s
t
i
t
u
t
i
o
n
A
c
t
1
8
5
2
(
U
K
)
を
改
正
す
る
権
限
を
付
与
さ
れ
た
と
の
議
論

(
S
サ

が
存
在
す
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
よ
う
な
解
釈
に
対
し
て
は
、
C
o
l
o
n
i
a
l
L
a
w
s
V
a
l
i
d
i
t
y
A
c
t
1
8
6
5
(
U
K
)
は
、
植
民
地
立
法
機
関
に
ょ
っ
て

制
定
さ
れ
た
法
律
の
効
力
よ
り
生
じ
る
暖
昧
さ
を
払
拭
す
る
こ
と
を
品
と
し
て
い
毎
,
ニ
ュ
ー
・
ジ
ー
ラ
ン
ド
憲
法
の
改
正
手
続
に

関
し
て
は
そ
の
よ
う
な
唆
昧
さ
は
存
在
せ
ず
、
ま
た
憲
法
改
正
権
限
の
よ
う
な
重
要
な
権
限
が
明
示
的
で
な
-
し
て
付
与
さ
れ
る
と
は
考

(=,

え
難
い
と
主
張
さ
れ
る
。
ま
た
、
l
八
五
六
年
よ
り
S
t
a
t
u
t
e
o
f
W
e
s
t
m
i
n
s
t
e
r
が
採
択
さ
れ
た
一
九
二
二
年
ま
で
の
間
に
お
い
て
、

C
o
l
o
n
i
a
l
L
a
w
s
V
a
l
i
d
i
t
y
A
c
t
1
8
6
5
(
U
K
)
を
根
拠
と
す
る
ニ
ュ
ー
・
ジ
ー
ラ
ン
ド
議
会
の
憲
法
改
正
権
限
は
援
用
さ
れ
な
か
っ
た
の

x

a

e

一

9

HHHU
n
H
H

C
-
J

5H
H
U

b一一Mへ

(SO

み
な
ら
ず
、
そ
の
反
対
に
、
1
八
六
八
年
に
地
方
自
治
区
を
廃
止
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
英
国
議
会
制
定
法
が
必
要
と
さ
れ
た
.
1
九
四
　
2



七
年
に
ニ
ュ
ー
・
ジ
ー
ラ
ン
ド
議
会
上
院
(
L
e
g
i
s
l
a
t
i
v
e
C
o
u
n
c
i
l
)
の
廃
止
が
問
題
と
な
っ
た
際
、
ニ
ュ
ー
・
ジ
ー
ラ
ン
ド
議
会
は
き
w

(
」
)

z
e
a
l
a
n
d
C
o
n
s
t
i
t
u
t
i
o
n
(
A
m
e
n
d
m
e
n
t
)
A
c
t
1
9
4
7
(
U
K
)
の
立
法
を
請
求
し
、
憲
法
改
正
権
限
の
付
与
を
求
埼
た
O
以
上
の
こ
と
か
ら

も
、
ニ
ュ
ー
・
ジ
ー
ラ
ン
ド
議
会
が
'
C
o
l
o
n
i
a
l
L
a
w
s
V
a
l
i
d
i
t
y
A
c
t
1
8
6
5
(
U
K
)
に
よ
り
C
o
n
s
t
i
t
u
t
i
o
n
A
c
t
1
8
5
2
(
U
K
)
を
改

正
す
る
権
限
が
自
己
に
付
与
さ
れ
て
い
た
と
は
考
え
て
い
な
か
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。

㈲

S

t

a

t

u

t

e

o

f

W

e

s

t

m

i

n

s

t

e

r

1

9

3

1

(

U

K

)

:

S

t

a

t

u

t

e

o

f

W

e

s

t

m

i

n

s

t

e

r

A

d

o

p

t

i

o

n

A

c

t

1

9

4

7

(

N

Z

)

S
t
a
t
u
t
e
o
f
W
e
s
t
m
i
n
s
t
e
r
1
9
3
1
(
U
K
)
第
二
条
第
二
項
は
、
ド
ミ
ニ
オ
ン
議
会
は
,
英
国
議
会
に
よ
る
法
律
、
命
令
、
規
則
ま
た
は

規
定
が
ド
ミ
ニ
オ
ン
に
適
用
さ
れ
る
限
り
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
を
廃
止
ま
た
は
改
正
す
る
権
限
を
有
す
る
と
規
定
す
る
。
し
か
し
な
が
ら

他
方
、
S
t
a
t
u
t
e
o
f
W
e
s
t
m
i
n
s
t
e
r
1
9
3
1
(
U
K
)
第
f
O
条
は
、
第
二
条
-
第
六
条
の
受
容
は
ニ
ュ
ー
・
ジ
ー
ラ
ン
ド
議
会
の
議
決
が
必

ess)

要
で
あ
る
と
規
定
し
'
ま
た
第
八
条
は
、
当
該
制
定
法
が
、
S
t
a
t
邑
e
o
f
W
e
s
t
m
i
n
s
t
e
r
1
9
3
1
(
U
K
)
以
前
に
お
い
て
存
在
す
る
法
に
従

ゎ
ず
し
て
、
ニ
ュ
ー
・
ジ
ー
ラ
ン
ド
憲
法
を
廃
止
ま
た
は
改
正
す
る
権
限
を
ニ
ュ
ー
・
ジ
ー
ラ
ン
ド
議
会
に
付
与
す
る
も
の
で
は
な
い
と

規
定
す
る
。
し
た
が
っ
て
'
S
t
a
t
u
t
e
o
f
W
e
s
t
m
i
n
s
t
e
r
1
9
3
1
(
U
K
)
j
&
|
姦
1
第
六
条
を
受
容
す
る
S
t
a
t
u
t
e
o
f
W
e
s
t
m
i
n
s
t
e
r

(
8
)

A
d
o
p
t
i
o
n
A
c
t
1
9
4
7
(
N
Z
)
が
採
択
さ
れ
、
S
t
a
t
u
t
e
o
f
W
e
s
t
m
i
n
s
t
e
r
1
9
3
1
(
U
K
)
第
二
条
第
二
項
の
規
定
が
ニ
ュ
ー
'
*
-
ラ
ン

ド
に
お
い
て
適
用
さ
れ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ニ
ュ
ー
・
ジ
ー
ラ
ン
ド
憲
法
改
正
に
関
す
る
限
り
、
C
o
n
s
t
i
t
u
t
i
o
n
A
c
t
1
8
5
2
(
U
K
)
に

(
8
)

ぉ
い
て
改
正
の
た
め
の
特
別
の
要
件
が
定
め
ら
れ
て
い
る
規
定
(
e
n
t
r
e
n
c
h
e
d
p
r
o
v
i
s
i
o
n
)
は
,
英
国
議
会
に
よ
っ
て
の
み
改
正
し
得
る
。

㈲
　
N
e
w
Z
e
a
l
a
n
d
C
o
n
s
t
i
t
u
t
i
o
n
A
c
t
1
9
4
7

ニ
ュ
ー
・
 
・
ジ
ー
ラ
ン
ド
議
会
は
、
S
t
a
t
u
t
e
o
f
W
e
s
t
m
i
n
s
t
e
r
A
d
o
p
t
i
o
n
A
c
t
1
9
4
7
(
N
Z
)
採
択
の
後
に
お
い
て
も
、
C
o
n
s
t
i
t
u
t
i
o
n

A
m
e
n
d
m
e
n
t
A
c
t
1
8
5
7
(
U
K
)
の
規
定
に
拘
束
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
C
o
n
s
t
i
t
u
t
i
o
n
A
c
t
1
8
5
2
(
U
K
)
を
改
正
す
る
権
限
を
得
る
た
め

に
は
、
N
e
w
Z
e
a
l
a
n
d
C
o
n
s
t
i
t
u
t
i
o
n
A
c
t
1
9
4
7
が
必
要
と
さ
れ
た
。
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--A独のドソラs
ユ

ニ

l
ニ
ー
・
ジ
ー
ラ
ン
ド
議
会
は
S
t
a
t
u
t
e
o
f
W
e
s
t
m
i
n
s
t
e
r
1
9
3
1
(
U
K
)
第
四
条
に
基
づ
き
、
N
e
w
 
Z
e
a
l
a
n
d
 
C
o
n
s
t
i
t
u
t
i
o
n

(S)

(
R
e
q
u
e
s
t
a
n
d
C
o
n
s
e
n
t
)
A
c
t
1
9
4
7
(
N
Z
)
を
採
択
し
、
当
該
制
定
法
に
従
い
N
e
w
Z
e
a
l
a
n
d
C
o
n
s
t
i
t
u
t
i
o
n
(
A
m
e
n
d
m
e
n
t
)
A
c
t

(
3
)

1
9
4
7
(
U
K
)
が
英
国
議
会
に
よ
り
立
法
さ
れ
た
　
N
e
w
Z
e
a
l
a
n
d
C
o
n
s
t
i
t
u
t
i
o
n
(
A
m
e
n
d
m
e
n
t
)
A
c
t
1
9
4
7
(
U
K
)
第
1
条
は
'

c
o
n
s
t
i
t
u
t
i
o
n
A
m
e
n
d
m
e
n
t
A
c
t
1
8
5
7
(
U
K
)
を
廃
止
し
、
ニ
ュ
ー
・
ジ
ー
ラ
ン
ド
議
会
が
「
C
o
n
s
t
i
t
u
t
i
o
n
A
c
t
1
8
5
2
(
U
K
)
の
規

定
の
全
部
ま
た
は
1
部
を
改
正
、
停
止
ま
た
は
廃
止
を
す
る
権
限
」
を
付
与
し
た
　
N
e
w
Z
e
a
l
a
n
d
C
o
n
s
t
i
t
u
t
i
o
n
(
A
m
e
n
d
m
e
n
t
)
A
c
t

1
9
4
7
(
U
K
)
に
よ
り
ニ
ュ
ー
・
ジ
ー
ラ
ン
ド
議
会
は
、
ニ
ュ
ー
・
ジ
ー
ラ
ン
ド
に
お
い
て
最
高
か
つ
完
全
な
立
法
管
轄
権
を
有
す
る
立
法

・
i
r
)
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
.
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
上
川
＼

機
関
と
な
っ
た
と
い
え
る
。
l
ニ
ー
・
ジ
ー
ラ
ン
ド
は
、
当
該
制
定
法
に
よ
り
、
C
o
n
s
t
i
t
u
t
i
o
n
A
c
t
1
8
5
2
(
U
K
)
に
お
け
る
制
限
を
解

除
す
る
権
限
を
有
し
た
の
で
あ
る
が
'
当
該
制
定
法
自
体
は
こ
れ
ら
の
制
限
を
解
除
す
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
o
即
ち
、
i
N
e
w

z
e
a
l
a
n
d
C
o
n
s
t
i
t
u
t
i
o
n
(
A
m
e
n
d
m
e
n
t
)
A
c
t
1
9
4
7
(
U
K
)
立
法
を
求
め
る
に
際
し
、
1
ニ
ー
・
ジ
ー
ラ
ン
ド
議
会
は
、
そ
う
す
る
こ
と

が
可
能
で
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
C
o
n
s
t
i
t
u
t
i
o
n
A
c
t
1
8
5
2
(
U
K
)
の
改
正
を
請
求
お
よ
び
同
意
せ
ず
、
ま
た
、
②
N
e
w
Z
e
a
l
a
n
d

C
o
n
s
t
i
t
u
t
i
o
n
(
A
m
e
n
d
m
e
n
t
)
A
c
t
1
9
4
7
(
U
K
)
は
、
C
o
n
s
t
i
t
u
t
i
o
n
A
c
t
1
8
5
2
(
U
K
)
を
改
正
す
る
権
限
を
付
与
す
る
に
当
た
り
、
そ

の
改
正
は
ニ
ュ
ー
・
ジ
ー
ラ
ン
ド
議
会
制
定
法
に
よ
る
と
規
定
し
た
た
め
、
N
e
w
Z
e
a
l
a
n
d
C
o
n
s
t
i
t
u
t
i
o
n
(
A
m
e
n
d
m
e
n
t
)
A
c
t
1
9
4
7

(
3
)

へ
U
K
)
第
1
条
は
授
権
規
定
に
留
ま
っ
た
.

O
S
)

二
頒
域
外
立
法
管
轄
権

l
九
世
紀
初
頭
よ
り
発
達
し
て
き
た
法
原
則
に
よ
、
l
九
≡
年
の
S
t
a
t
u
t
e
o
f
W
e
s
t
m
i
n
s
t
e
晶
定
以
前
に
お
(
5
0
,
ド
,
,
,
ニ

(S)

オ
ン
議
会
は
、
英
国
議
会
と
異
な
り
、
領
域
外
立
法
管
轄
権
を
有
し
て
お
ら
ず
へ
ド
ミ
ニ
オ
ン
領
域
外
に
お
い
て
適
用
さ
れ
る
制
定
法
を

(胡)

立
法
す
る
権
限
を
有
し
て
い
な
い
と
主
張
さ
れ
た
。

し
か
し
な
が
ら
、
他
方
、
ド
ミ
ニ
オ
ン
議
会
の
権
限
は
本
来
的
に
制
限
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
は
考
え
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
。
確
か
に

O
B

12H
H
H
り
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ド
ミ
ニ
オ
ン
議
会
権
限
は
、
そ
の
憲
法
典
に
よ
る
明
示
的
制
限
を
受
け
る
が
、
そ
の
制
限
内
に
お
い
て
立
法
を
行
な
う
場
合
、
こ
の
よ
う

(g)

な
議
会
は
英
国
議
会
の
代
理
と
し
て
行
動
し
て
い
る
の
で
は
な
-
、
英
国
議
会
と
同
様
の
絶
対
的
な
立
法
権
限
を
有
す
る
。

し
た
が
っ
て
、
ド
、
、
‥
妄
ン
議
会
の
立
法
権
限
が
憲
法
典
の
明
示
的
規
定
に
よ
り
制
限
さ
れ
て
い
な
い
場
合
、
こ
の
議
会
権
限
は
「
主

<

-

,

権
国
家
の
議
会
に
適
用
さ
れ
る
以
外
の
い
か
な
る
考
慮
」
に
・
よ
っ
て
も
制
限
さ
れ
な
い
。
こ
の
こ
と
は
,
ド
,
～
ニ
オ
ン
が
、
S
t
a
t
u
t
e
o
f

W
e
s
t
m
i
n
s
t
e
r
1
9
3
1
(
U
K
)
以
前
ま
た
B
a
l
f
o
u
r
報
告
委
以
前
に
お
い
て
も
、
植
民
地
と
は
区
別
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
示
す
。

、
i
r
t
l

領
域
外
立
法
管
轄
権
を
否
定
し
た
'
M
a
c
L
e
o
d
C
a
s
e
に
お
け
る
P
r
i
v
y
C
o
u
n
c
i
l
S
よ
び
L
a
n
d
e
r
C
a
s
e
に
お
け
る
N
Z
C
o
u
r
t

(

8

)

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

(

s

)

o
f
A
p
p
e
a
l
は
同
様
の
事
実
に
基
づ
き
判
示
し
た
の
で
あ
る
が
、
L
a
n
d
e
r
C
a
s
e
は
明
示
的
に
M
a
c
L
e
o
d
C
a
s
e
に
従
っ
た
の
で
あ
り
、

C
S
)

こ
の
二
つ
の
判
例
の
先
例
と
し
て
の
重
要
性
は
結
局
の
と
こ
ろ
M
a
c
L
e
o
d
C
a
s
e
に
基
づ
い
て
い
る
。
と
こ
ろ
で
、
P
r
i
o
y
C
o
u
n
c
i
l
Q

(
」
"
}

C
r
o
f
t
v
D
u
n
p
h
y
判
決
は
t
S
t
a
t
u
t
e
o
f
W
e
s
t
m
i
n
s
t
e
r
1
9
3
1
(
U
K
)
制
定
以
前
の
制
定
法
に
つ
き
カ
ナ
ダ
議
会
の
領
域
外
立
法
管
轄

(te)

権
を
認
め
た
o
 
L
た
が
っ
て
、
C
r
o
f
t
v
D
u
n
p
h
y
判
決
以
降
に
お
い
て
,
M
a
c
L
e
o
d
C
a
s
蒜
有
効
な
法
を
述
べ
た
も
の
と
は
考
え
ら

れ
ず
、
ま
た
そ
れ
故
、
L
a
n
d
e
r
C
a
s
e
も
ニ
ュ
ー
・
ジ
ー
ラ
ン
ド
に
お
い
て
既
判
力
を
有
し
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。

N
Z
C
o
u
r
t
o
f
A
p
p
e
a
l
が
、
C
r
o
f
t
v
D
u
n
p
h
y
に
従
う
こ
と
は
、
W
o
o
l
w
o
r
t
h
s
(
N
e
w
Z
e
a
l
a
n
d
)
L
t
d
.
v
W
y
n
n
に
お
い
て
明
ら

、'ff.1

か
に
さ
れ
た
　
N
Z
C
o
u
r
t
o
f
A
p
p
e
巴
は
、
問
題
と
な
る
「
事
項
が
[
議
会
の
]
権
限
に
含
ま
れ
、
ま
た
法
律
の
領
域
外
適
用
を
要
求
し

も
し
く
は
正
当
化
す
る
場
合
、
領
域
外
適
用
立
法
が
な
さ
れ
得
る
。
・
-
蝣
C
r
o
f
t
v
D
u
n
p
h
y
の
判
旨
は
、
カ
ナ
ダ
に
お
け
る
の
と
同
様
に

(sn

ニ
ュ
ー
・
ジ
ー
ラ
ン
ド
に
お
い
て
も
適
用
さ
れ
る
」
と
判
示
し
た
。

C
o
n
s
t
i
t
u
t
i
o
n
A
c
t
1
8
5
2
(
U
K
)
は
、
領
域
外
立
法
管
轄
権
を
明
示
的
に
否
定
し
て
お
ら
ず
、
ま
た
C
o
n
s
t
i
t
u
t
i
o
n
A
c
t
1
8
5
2

「
U
K
)
第
五
三
条
は
、
ニ
ュ
ー
・
ジ
ー
ラ
ン
ド
議
会
が
P
e
a
c
e
,
O
r
d
e
r
a
n
d
G
o
o
d
G
o
v
e
r
n
m
e
n
t
o
f
N
e
w
Z
e
a
l
a
n
d
に
関
し
立
法
す
る

権
限
を
認
め
る
。
し
た
が
っ
て
、
ニ
ュ
ー
・
ジ
ー
ラ
ン
ド
議
会
は
、
完
四
七
年
の
S
t
a
t
u
t
e
o
f
W
e
s
t
m
i
n
s
t
e
r
1
9
3
1
(
U
K
)
受
容
以
前

ハ
U

っ
J

B
f
i
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L独cドNラs
ユ

ニ

(g)

に
お
い
て
も
,
当
該
制
定
法
が
ニ
ュ
ー
・
ジ
ー
ラ
ン
ド
の
P
e
a
c
e
,
O
r
d
e
r
a
n
d
G
o
o
d
G
o
v
e
r
n
m
e
t
に
関
す
る
も
の
で
あ
り
、
英
国
法

(
s
)
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
(
S
O

と
抵
触
し
な
い
限
り
へ
簡
域
外
適
用
立
法
を
行
な
う
こ
と
が
出
来
た
と
考
え
ら
れ
る
。

ま
た
、
P
r
i
v
y
C
o
u
n
c
i
l
も
、
M
a
c
L
e
o
d
C
a
s
e
に
お
け
る
よ
う
に
明
確
に
領
域
外
立
法
管
轄
権
を
否
定
し
た
例
は
他
に
な
-
、
領
域
と

0

3

)

の
関
連
性
を
認
め
、
領
域
外
適
用
を
含
む
制
定
法
を
有
効
と
し
て
き
た
。
こ
の
よ
う
に
こ
の
理
論
は
、
一
九
世
紀
よ
り
二
〇
世
紀
に
か
け

て
そ
の
適
用
が
制
限
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
り
、
C
r
o
f
t
v
D
u
n
p
h
y
は
そ
れ
を
明
ら
か
に
し
た
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た

s
t
a
t
u
t
e
o
f
W
e
s
t
m
i
n
s
t
e
r
1
9
3
1
(
U
K
)
第
三
条
は
、
こ
の
よ
う
な
状
況
を
原
則
的
に
認
め
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
1
九
四

七
年
の
S
t
a
t
u
t
e
o
f
W
e
s
t
m
i
n
s
t
e
r
受
容
は
、
S
t
a
t
u
t
e
o
f
W
e
s
t
m
i
n
s
t
e
r
1
9
3
1
(
U
K
)
第
三
条
を
ニ
ュ
ー
・
ジ
ー
ラ
ン
ド
に
お
い
て

適
用
す
る
こ
と
に
よ
り
、
ニ
ュ
ー
・
ジ
ー
ラ
ン
ド
議
会
が
完
全
か
つ
拘
束
さ
れ
な
い
領
域
外
立
法
管
轄
権
を
有
す
る
こ
と
を
明
示
的
に
宣

(S)

言
す
る
こ
と
を
意
図
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

P
e
a
c
e
,
O
r
d
e
r
 
a
n
d
 
G
o
o
d
 
G
o
v
e
r
n
m
e
n
t
 
o
f
N
e
w
 
Z
e
a
l
a
n
d

前
述
の
領
域
外
立
法
管
轄
権
の
項
に
お
い
て
検
討
し
た
ご
と
-
、
S
t
a
t
u
t
e
o
f
W
e
s
t
m
i
n
s
t
e
r
1
9
3
1
(
U
K
)
制
定
以
前
に
お
い
て
も
'

ド
ミ
ニ
オ
ン
議
会
の
立
法
権
限
に
対
す
る
制
限
は
、
当
該
立
法
検
閲
に
対
す
る
憲
法
明
示
の
も
の
に
限
ら
れ
て
い
た
o
と
こ
ろ
で

P
e
a
c
か
,
O
r
d
e
r
a
n
d
G
o
o
d
G
o
v
e
r
n
m
e
n
t
o
f
t
h
e
c
o
l
o
n
y
(
d
o
m
i
n
i
o
n
)
と
の
語
句
は
、
英
国
議
会
が
植
民
地
お
よ
び
ド
、
、
:
l
オ
ン
議
会

の
権
限
を
定
め
る
場
合
に
頻
繁
に
用
い
ら
れ
S
)
ニ
ュ
ー
・
ジ
ー
ラ
ン
ド
議
会
は
,
C
o
n
s
t
i
t
u
t
i
o
n
A
c
t
1
8
5
2
(
U
K
)
第
五
三
条
に
お
い

(S)

て
、
英
国
法
と
抵
触
す
る
場
合
を
除
き
t
 
P
e
a
c
e
,
O
r
d
e
r
a
n
d
G
o
o
d
G
o
v
e
r
n
m
e
n
t
o
f
N
e
w
Z
e
a
l
a
n
d
に
関
し
立
法
す
る
権
限
を
有
す

る
と
規
定
さ
れ
る
。
こ
の
語
句
の
厳
格
な
意
味
お
よ
び
範
囲
に
関
し
て
'
裁
判
所
は
そ
の
個
々
の
"
P
e
a
c
e
"
"
O
r
d
e
r
"
"
G
o
o
d

(fe)

G
o
v
e
r
n
m
e
n
t
"
の
内
容
に
立
ち
入
っ
て
判
断
す
る
こ
と
な
く
そ
れ
に
よ
り
体
現
さ
れ
る
法
原
則
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
。
そ
の

意
味
す
る
と
こ
ろ
は
、
「
P
e
a
c
e
,
O
r
d
e
r
a
n
d
G
o
o
d
G
o
v
e
r
n
m
e
n
t
o
f
N
e
w
Z
e
a
l
a
n
d
の
た
め
の
立
法
は
、
-
・
・
・
そ
の
目
的
と
す
る
と

ヽ
-
ノ
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.
ヽ

l
l

e
y
D



(

c

o

¥

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

(

s

)

こ
ろ
を
達
成
す
る
た
め
の
最
大
限
の
自
由
裁
量
」
、
ま
た
は
「
主
権
者
に
付
与
さ
れ
る
最
も
広
い
意
味
で
の
立
法
権
限
」
で
あ
る
と
述
べ

ら
れ
る
。

c
o
n
s
t
i
t
u
t
i
o
n
A
c
t
1
8
5
2
(
U
K
)
第
五
三
条
に
お
い
て
は
、
P
e
a
c
e
、
O
r
d
e
r
a
n
d
G
o
o
d
G
o
v
e
r
n
m
e
n
t
o
f
N
e
w
Z
e
a
l
a
n
d
を
以
上

の
よ
う
な
も
の
と
捉
え
た
と
し
て
も
、
ニ
ュ
ー
・
ジ
ー
ラ
ン
ド
議
会
が
第
五
三
条
に
基
づ
き
P
e
a
c
e
,
O
r
d
e
r
a
n
d
G
o
o
d
G
o
v
e
r
n
m
e
n
t

o
f
N
e
w
Z
e
a
l
a
n
d
に
関
し
立
法
を
行
な
っ
た
場
合
、
議
会
主
権
原
則
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
C
o
n
s
t
i
t
u
t
i
o
n
A
c
t
1
8
5
2
(
U
K
)
改
正
に
関
わ

る
ニ
ュ
ー
・
ジ
ー
ラ
ン
ド
議
会
権
限
の
不
存
在
を
理
由
と
し
、
ニ
ュ
ー
・
ジ
ー
ラ
ン
ド
裁
判
所
が
当
該
制
定
法
を
P
e
a
c
e
、
O
r
d
e
r
a
n
d

G
o
o
d
G
o
v
e
r
n
m
e
n
t
o
f
N
e
w
Z
e
a
l
a
n
d
規
定
に
反
す
る
と
判
示
す
る
権
限
を
有
す
る
か
が
問
題
と
な
る
。

R
v
F
i
n
e
b
e
r
g
に
お
い
て
M
o
l
l
e
r
J
は
、
A
u
s
t
r
a
l
i
a
H
i
g
h
C
o
u
r
t
の
T
r
u
s
t
e
e
,
E
x
e
c
u
t
o
r
s
&
A
g
e
n
c
y
C
o
.
L
t
d
.
v
F
e
d
e
r
a
l

(S)

c
o
m
m
i
s
s
i
o
n
n
e
r
o
f
T
a
x
a
t
i
o
n
%
説
得
的
効
果
を
有
す
る
こ
と
を
認
め
、
ニ
ュ
ー
・
ジ
ー
ラ
ン
ド
裁
判
所
は
こ
の
よ
う
な
権
限
を
有
す

3
1
肌
的

る
と
判
示
し
た
。

R
v
F
i
n
e
b
e
r
g
に
対
し
て
は
、
以
下
の
よ
う
な
三
つ
の
問
題
点
が
指
摘
さ
れ
る
。
ま
ず
第
l
に
,
R
v
F
i
n
e
b
e
r
g
の
結
論
は
,

T
r
u
s
t
e
e
,
E
x
e
c
u
t
o
r
s
&
A
g
e
n
c
y
C
o
.
L
t
d
.
v
F
e
d
e
r
a
l
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
n
e
r
o
f
T
a
x
a
t
i
o
-
お
け
る
ニ
ュ
ー
・
ジ
ー
ラ
ン
ド
議
会
お

よ
び
ニ
ュ
ー
・
ジ
ー
ラ
ン
ド
裁
判
所
に
関
す
る
判
旨
に
そ
の
基
礎
を
お
-
が
、
当
該
判
例
の
オ
ー
ス
-
フ
リ
ア
議
会
に
関
す
る
部
分
は
、

o
b
i
t
e
r
d
i
c
t
u
m
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
O
第
二
に
、
P
e
a
c
e
,
O
r
d
e
r
a
n
d
G
o
o
d
G
o
v
e
r
n
m
e
n
t
o
f
N
e
w
Z
e
a
l
a
n
d
規
定
に
包
含
さ
れ

る
権
限
は
非
常
に
広
範
な
も
の
で
あ
り
、
裁
判
所
が
あ
る
制
定
法
を
P
e
a
c
e
,
O
r
d
e
r
a
n
d
G
o
o
d
G
o
v
e
r
n
m
e
n
t
o
f
N
e
w
Z
e
a
l
a
n
d
の

(
」
)

範
囲
に
含
ま
れ
な
い
と
判
示
す
る
こ
と
は
非
常
に
困
難
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
,
こ
の
よ
う
な
権
限
が
裁
判
所
に
よ
っ
て
適
用
さ
れ
る
こ

C
O

と
は
希
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
第
三
に
、
T
r
u
s
t
e
e
,
E
x
e
c
u
t
o
r
s
&
A
g
e
n
c
y
C
o
.
L
t
d
.
v
F
e
d
e
r
a
l
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
n
e
r
o
f

T
a
x
a
t
i
o
n
は
、
明
示
的
に
S
t
a
t
u
t
e
o
f
W
e
s
t
m
i
n
s
t
e
r
1
9
3
1
(
U
K
)
第
三
条
が
適
用
さ
れ
な
い
場
合
、
ニ
ュ
ー
・
ジ
ー
ラ
ン
ド
議
会
が

り
ん

り
J

I
&
0

421251
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也独のドン一
フ

sユ
ニ

P
e
a
c
e
,
O
r
d
e
r
a
n
d
G
o
o
d
G
o
v
e
r
n
m
e
n
t
o
f
N
e
w
 
Z
e
a
l
a
n
d
規
定
に
包
含
さ
れ
な
い
事
項
に
閲
し
立
法
す
る
こ
と
は
u
l
t
r
a
 
v
i
r
e
s

で
わ
,
ま
た
、
同
様
の
条
件
下
に
お
い
て
,
ニ
ュ
ー
・
ジ
ー
ラ
ン
ド
裁
判
所
は
当
該
制
定
法
が
u
l
t
r
a
v
i
r
e
芸
あ
る
こ
と
を
理
由
と
し

(K)

て
制
定
法
の
無
効
を
判
示
す
る
権
限
を
有
す
る
と
述
べ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
C
o
n
s
t
i
t
u
t
i
o
n
A
c
t
1
8
5
2
(
U
K
)
に
お
い
て
は
P
e
a
c
e
,

O
r
d
e
r
a
n
d
G
o
o
d
G
o
v
e
r
n
m
e
n
t
o
f
N
e
w
Z
e
a
l
a
n
d
規
定
に
よ
る
制
限
と
領
域
外
立
法
管
轄
権
は
別
個
の
も
の
で
あ
り
、
S
t
a
t
u
t
e
o
f

w
e
s
t
m
i
n
s
t
e
r
1
9
3
1
(
U
K
)
受
容
に
よ
っ
て
も
P
e
a
c
e
,
O
r
d
e
r
a
n
d
G
o
o
d
G
o
v
e
r
n
m
e
n
t
o
f
N
e
w
Z
e
a
l
a
n
d
規
定
は
変
更
を
受
け

ず
、
当
該
判
例
は
こ
の
点
に
お
い
て
p
e
r
i
n
c
u
n
a
m
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

確
か
に
、
N
e
w
Z
e
a
l
a
n
d
C
o
n
s
t
i
t
u
t
i
o
n
(
A
m
e
n
d
m
e
n
t
)
A
c
t
1
9
4
7
(
U
K
)
以
前
に
お
い
て
、
ニ
ュ
ー
・
ジ
ー
ラ
ン
ド
裁
判
所
は
、
理

論
上
、
ニ
ュ
ー
・
ジ
ー
ラ
ン
ド
議
会
制
定
法
が
C
o
n
s
t
i
t
u
t
i
o
n
A
c
t
1
8
5
2
(
U
K
)
第
五
三
条
の
規
定
の
授
権
外
で
あ
る
こ
と
を
理
由
と
し

て
、
u
l
t
r
a
v
i
r
e
s
で
あ
る
と
判
示
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
っ
た
o
　
し
か
し
な
が
ら
、
N
e
w
 
Z
e
a
l
a
n
d
C
o
n
s
t
i
t
u
t
i
o
n
(
A
m
e
n
d
m
e
n
t
)

A
c
t
1
9
4
7
(
U
K
)
に
よ
り
、
ニ
ュ
ー
・
ジ
ー
ラ
ン
ド
議
会
は
、
C
o
n
s
t
i
t
u
t
i
o
n
A
c
t
1
8
5
2
(
U
K
)
を
改
正
す
る
権
限
を
得
た
の
で
あ
り
'

l
九
四
七
年
以
降
、
ニ
ー
・
ジ
ー
ラ
ン
ド
議
会
は
ニ
ュ
ー
・
ジ
ー
ラ
ン
ド
議
会
制
定
法
を
C
o
n
s
t
i
t
u
t
i
o
n
A
c
t
1
8
5
2
(
U
K
)
第
五
三
条

の
規
定
の
授
権
外
で
あ
る
こ
と
を
理
由
と
し
て
、
u
l
t
r
a
v
i
r
e
s
で
あ
る
と
判
示
す
る
こ
と
は
出
来
ず
、
こ
の
よ
う
な
P
e
a
c
e
,
O
r
d
e
r

a
n
d
 
G
o
o
d
 
G
o
v
e
r
n
m
e
n
t
 
o
f
 
N
e
w
 
Z
e
a
l
a
n
d
規
定
の
制
限
を
越
え
る
内
容
を
有
す
る
ニ
ュ
ー
・
ジ
ー
ラ
ン
ド
議
会
制
定
法
は
、

(K)

C
o
n
s
t
i
t
u
t
i
o
n
A
c
t
1
8
5
2
(
U
K
)
第
五
三
条
規
定
を
黙
示
的
に
改
正
す
る
も
の
で
あ
る
と
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
0

ニ
ュ
ー
・
ジ
ー
ラ
ン
ド
議
会
は
、
l
九
七
三
年
に
至
っ
て
、
N
e
w
Z
e
a
l
a
n
d
C
o
n
s
t
i
t
u
t
i
o
n
A
m
e
n
d
m
e
n
t
A
c
t
1
9
7
3
(
N
Z
)
第
二
条

(fc)

に
よ
り
へ
C
o
n
s
t
i
t
u
t
i
o
n
A
c
t
1
8
5
2
(
U
K
)
第
五
三
条
を
改
正
し
て
、
ニ
ュ
ー
・
ジ
ー
ラ
ン
ド
議
会
は
領
域
外
適
用
制
定
法
を
含
む
完
全

な
立
法
権
限
を
有
す
る
と
規
定
し
、
第
五
三
条
に
基
づ
-
P
e
a
c
e
,
O
r
d
e
r
a
n
d
G
o
o
d
G
o
v
e
r
n
m
e
n
t
o
f
N
e
w
Z
e
a
l
a
n
d
に
よ
る
制
限

(
」
)

を
明
示
的
に
削
除
し
た
。
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四
　
英
国
法
と
の
抵
触

C
o
n
s
t
i
t
u
t
i
o
n
A
c
t
1
8
5
2
(
U
K
)
第
五
三
条
は
、
「
ニ
ュ
ー
・
ジ
ー
ラ
ン
ド
議
会
は
、
　
　
英
国
法
に
抵
触
し
な
い
限
り
、
ニ
ュ
ー
・

ジ
ー
ラ
ン
ド
の
P
e
a
c
e
,
O
r
d
e
r
 
a
n
d
 
G
o
o
d
G
o
v
e
r
n
m
e
n
t
o
f
N
e
w
Z
e
a
l
a
n
d
の
た
め
の
法
律
を
制
定
す
る
権
限
を
有
す
る
-
-
」
と

規
定
し
、
英
国
議
会
の
ニ
ュ
ー
・
ジ
ー
ラ
ン
ド
議
会
に
対
す
る
優
越
性
に
基
づ
き
、
英
国
法
と
の
抵
触
を
禁
止
す
る
。

こ
の
文
言
を
字
義
通
り
解
釈
す
る
な
ら
ば
、
ニ
ュ
ー
・
ジ
ー
ラ
ン
ド
議
会
は
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
ま
た
は
英
国
議
会
の
法
律
、
命
令
若
し

く
は
規
則
の
存
否
に
か
か
わ
ら
ず
、
ま
た
こ
の
よ
う
な
英
国
の
法
律
、
命
令
ま
た
は
規
則
が
ニ
ュ
ー
・
ジ
ー
ラ
ン
ド
に
適
用
さ
れ
る
か
否

か
を
問
わ
ず
'
こ
れ
ら
英
国
法
と
抵
触
す
る
立
法
を
行
な
う
こ
と
は
出
来
な
い
こ
と
と
な
る
。

と
こ
ろ
で
、
C
o
l
o
n
i
a
l
L
a
w
s
V
a
l
i
d
i
t
y
A
c
t
1
8
6
5
(
U
K
)
は
、
植
民
地
立
法
機
関
に
よ
っ
て
制
定
さ
れ
た
法
律
の
効
力
よ
り
生
じ
る

唆
昧
さ
を
払
拭
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
が
、
英
国
議
会
制
定
法
ま
た
英
国
議
会
制
定
法
の
も
と
に
制
定
さ
れ
た
命
令
若
し
-
は

(

S

)

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

(

ァ

)

規
則
が
'
明
示
的
に
植
民
地
に
適
用
さ
れ
る
か
ま
た
は
必
然
的
に
黙
示
さ
れ
る
場
合
へ
　
こ
の
よ
う
な
英
国
制
定
法
に
抵
触
す
る
植
民
地
議

(

s

)

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

(

S

3

)

会
制
定
法
は
、
そ
の
限
度
で
効
力
を
有
し
な
い
と
規
定
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
に
反
す
る
場
合
へ
ま
た
本
国
か
ら
総
督
に

'Zi

発
し
た
指
令
に
反
す
る
場
合
に
は
抵
触
は
問
題
と
な
ら
な
い
。

ま
た
、
f
八
世
紀
の
中
葉
よ
り
、
S
t
a
t
u
t
e
o
f
W
e
s
t
m
i
n
s
t
e
r
1
9
3
1
(
U
K
)
の
対
象
と
な
っ
た
六
ド
ミ
ニ
オ
ン
に
対
し
て
は
、
当
該
ド

ミ
ニ
オ
ン
議
会
の
同
意
な
く
し
て
自
治
植
民
地
に
適
用
さ
れ
る
制
定
法
を
英
国
議
会
が
立
法
し
な
い
こ
と
が
憲
法
慣
行
と
し
て
発

(
3
)

達
し
た
　
S
t
a
t
u
t
e
o
f
W
e
s
t
m
i
n
s
t
e
r
1
9
3
1
(
U
K
)
第
二
条
第
1
項
は
、
C
o
l
o
n
i
a
l
L
a
w
s
V
a
l
i
d
i
t
y
A
c
t
1
8
6
5
(
U
K
)
の
ド
P
,
,
ニ
オ
ン

に
お
け
る
適
用
を
停
止
し
、
第
二
項
は
　
「
本
法
の
施
行
以
後
、
ド
ミ
ニ
オ
ン
議
会
に
よ
り
制
定
さ
れ
た
制
定
法
ま
た
制
定
法
の
規
定
は
、

英
国
法
、
現
に
存
在
し
若
し
く
は
将
来
制
定
さ
れ
る
英
国
議
会
の
制
定
法
の
規
定
ま
た
は
こ
の
よ
う
な
制
定
法
に
基
づ
き
制
定
さ
れ
た
命

令
、
規
則
若
し
く
は
規
定
に
違
反
す
る
と
い
う
理
由
に
よ
り
、
無
効
と
さ
れ
ま
た
は
効
力
の
停
止
を
受
け
な
い
。
ド
ミ
ニ
オ
ン
議
会
の
権

J
T

っ
J

ヽ
、
一
ノ
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能
は
、
こ
れ
ら
制
定
法
、
命
令
、
規
則
ま
た
は
規
定
が
ド
ミ
ニ
オ
ン
の
法
の
一
部
を
な
す
場
合
、
こ
れ
ら
を
廃
止
ま
た
は
修
正
す
る
権
限

を
包
含
す
る
」
と
規
定
す
る
。
ま
た
S
t
a
t
u
t
e
o
f
W
e
s
t
m
i
n
s
t
e
r
1
9
3
1
(
U
K
)
第
四
条
は
、
「
英
国
議
会
の
制
定
法
は
、
本
法
の
施
行
以

後
、
英
国
議
会
制
定
法
を
ド
ミ
ニ
オ
ン
が
請
求
お
よ
び
同
意
し
'
か
つ
そ
の
旨
が
当
該
制
定
法
に
明
示
的
に
示
さ
れ
て
い
る
場
合
を
除

き
'
ド
ミ
ニ
オ
ン
に
適
用
さ
れ
る
法
と
し
て
当
該
ド
ミ
ニ
オ
ン
に
効
力
が
お
よ
ば
ず
ま
た
お
よ
ぶ
も
の
と
は
み
な
さ
れ
な
い
」
と
規
定
し

て
、
こ
の
よ
う
な
憲
法
慣
行
の
存
在
を
明
示
し
た
。

S
t
a
t
u
t
e
o
f
W
e
s
t
m
i
n
s
t
e
r
1
9
3
1
(
U
K
)
第
二
条
お
よ
び
第
四
条
は
、
S
t
a
t
u
t
e
o
f
W
e
s
t
m
i
n
s
t
e
r
A
d
o
p
t
i
o
n
A
c
t
1
9
4
7
(
N
Z
)
に

(&)

よ
り
ニ
ュ
ー
・
ジ
ー
ラ
ン
ド
に
適
用
さ
れ
t
 
S
t
a
t
u
t
e
 
o
f
 
W
e
s
t
m
i
n
s
t
e
r
1
9
3
1
(
U
K
)
と
S
t
a
t
u
t
e
 
o
f
 
W
e
s
t
m
i
n
s
t
e
r
 
A
d
o
p
t
i
o
n

A
c
t
1
9
4
7
(
N
Z
)
の
間
に
英
国
議
会
に
よ
り
制
定
さ
れ
た
法
律
で
、
ニ
ュ
ー
・
ジ
ー
ラ
ン
ド
議
会
が
請
求
お
よ
び
同
意
し
て
い
な
い
も
の

ォ
8
)

で
あ
っ
て
も
、
ニ
ュ
ー
・
ジ
ー
ラ
ン
ド
に
適
用
あ
る
も
の
は
、
そ
の
効
力
を
有
す
る
と
規
定
さ
れ
た
o
　
し
た
が
っ
て
、
S
t
a
t
邑
e
 
o
f

W
e
s
t
m
i
n
s
t
e
r
A
d
o
p
t
i
o
n
A
c
t
1
9
4
7
(
N
Z
)
以
降
、
ニ
ュ
ー
・
ジ
ー
ラ
ン
ド
法
と
英
国
法
と
の
抵
触
の
問
題
は
存
在
し
な
い
o

英
国
議
会
が
、
そ
の
議
会
主
権
の
最
高
性
に
基
づ
き
、
S
t
a
t
u
t
e
o
f
W
e
s
t
m
i
n
s
t
e
r
1
9
3
1
(
U
K
)
第
四
条
を
無
視
ま
た
は
廃
止
し
、
ド

(SO

ミ
ニ
オ
ン
に
適
用
さ
れ
る
立
法
を
行
な
う
可
能
性
を
否
定
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
が
'
ド
ミ
ニ
オ
ン
裁
判
所
が
こ
の
よ
う
な
制
定
法
が

(
8
)
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
C
g
g
)

「
ド
ミ
ニ
オ
ン
に
適
用
さ
れ
る
法
」
と
判
断
す
る
可
能
性
は
少
な
い
。

五
　
保
　
　
　
留

(ァ)

総
督
に
よ
る
ド
,
"
ニ
オ
ン
議
会
制
定
法
の
保
留
と
は
'
「
国
王
に
よ
る
裁
可
(
r
o
y
a
l
p
l
e
a
s
u
r
e
)
を
得
る
た
め
、
ド
、
、
‥
l
オ
ン
議
会
に
よ

(S)

り
正
式
に
採
択
さ
れ
た
法
律
草
案
に
対
す
る
総
督
の
同
意
(
a
s
s
e
n
t
)
を
保
留
す
る
こ
と
」
で
あ
り
、
総
督
に
よ
り
保
留
さ
れ
た
こ
の
よ
う

な
法
律
草
案
は
、
国
王
に
よ
る
裁
可
が
ニ
ュ
ー
・
ジ
ー
ラ
ン
ド
に
通
知
さ
れ
ず
し
て
効
力
を
発
す
る
こ
と
は
な
い
。
こ
の
総
督
権
限
は
、

本
来
国
王
大
権
に
含
ま
れ
る
も
の
で
あ
っ
(
S
O
ニ
ュ
ー
・
ジ
ー
ラ
ン
ド
憲
法
に
お
い
て
は
、
制
定
法
上
の
権
限
と
な
っ
て
い
る
.
総
督

ヽ

、

一

ノ
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(

8

)

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

(

S

)

説
　
の
こ
の
よ
う
な
権
限
の
行
使
は
、
事
項
的
に
一
般
的
か
つ
自
由
裁
量
的
な
も
の
と
事
項
的
に
制
限
さ
れ
か
つ
義
務
的
な
も
の
が
あ
る
。

亡
U

^

総
督
の
自
由
裁
量
的
保
留
に
関
す
る
第
五
六
条
は
、
S
t
a
t
u
t
e
o
f
W
e
s
t
m
i
n
s
t
e
r
A
d
o
p
t
i
o
n
A
c
t
1
9
4
7
(
N
Z
)
に
よ
っ
て
影
響
を
受
け

な
い
。
ま
た
N
e
w
Z
e
a
l
a
n
d
C
o
n
s
t
i
t
u
t
i
o
n
(
A
m
e
n
d
m
e
n
t
)
A
c
t
1
9
4
7
(
U
K
)
に
よ
り
、
ニ
ュ
ー
・
ジ
ー
ラ
ン
ド
議
会
は
C
o
n
s
t
i
t
u
t
i
o
n

A
c
t
1
8
5
2
(
U
K
)
第
五
六
条
を
改
正
す
る
権
限
を
付
与
さ
れ
た
が
、
ニ
ュ
ー
・
ジ
ー
ラ
ン
ド
議
会
は
現
在
に
至
っ
て
も
そ
の
権
限
を
行
使

OS)

し
て
お
ら
ず
へ
C
o
n
s
t
i
t
u
t
i
o
n
A
c
t
1
8
5
2
(
U
K
)
上
の
自
由
裁
量
的
保
留
に
関
す
る
総
督
権
限
は
現
在
に
お
い
て
も
存
在
す
る
も
の
と
考

(SO

え
ら
れ
る
。

(SO

総
督
の
義
務
的
保
留
に
は
四
つ
の
場
合
が
認
め
ら
れ
た
が
、
C
o
n
s
t
i
t
u
t
i
o
n
A
c
t
1
8
5
2
(
U
K
)
第
五
七
条
は
、
実
行
に
お
い
て
l
九
〇

(SI

七
年
以
降
適
用
さ
れ
た
こ
と
は
な
-
'
ニ
ュ
ー
・
ジ
ー
ラ
ン
ド
議
会
は
'
N
e
w
 
Z
e
a
l
a
n
d
 
C
o
n
s
t
i
t
u
t
i
o
n
(
A
m
e
n
d
m
e
n
t
)
A
c
t
1
9
4
7

「
U
K
)
に
基
づ
き
、
N
e
w
Z
e
a
l
a
n
d
C
o
n
s
t
i
t
u
t
i
o
n
A
m
e
n
d
m
e
n
t
A
c
t
1
9
7
0
(
N
Z
)
第
三
粂
第
l
項
に
よ
り
こ
れ
を
廃
止
し
た
o
ま
た

同
様
に
、
C
o
n
s
t
i
t
u
t
i
o
n
A
c
t
1
8
5
2
(
U
K
)
第
六
五
条
は
'
N
e
w
Z
e
a
l
a
n
d
C
o
n
s
t
i
t
u
t
i
o
n
A
m
e
n
d
m
e
n
t
A
c
t
1
9
7
0
(
N
Z
)
第
二
条
に

(
ァ
?
)
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
畑
)

よ
り
、
他
の
二
つ
の
ケ
ー
ス
は
'
S
t
a
t
u
t
e
o
f
W
e
s
t
m
i
n
s
t
e
r
1
9
3
1
(
U
K
)
第
五
条
お
よ
び
第
六
条
の
受
容
に
よ
り
廃
止
さ
れ
た
o

L
た
が
っ
て
、
ニ
ュ
ー
・
ジ
ー
ラ
ン
ド
憲
法
上
'
義
務
的
保
留
は
と
も
か
-
、
自
由
裁
量
的
保
留
は
、
理
論
上
現
在
に
お
い
て
も
認
め

ら
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
'
一
八
九
二
年
以
降
、
英
国
国
王
の
総
督
に
対
す
る
指
令
に
よ
り
、
自
由
裁
量
的
保
留
に
関
す
る
限
り
、
英
国

の
利
益
が
関
係
す
る
場
合
を
除
き
、
ま
た
非
常
に
特
別
な
例
外
的
事
項
の
場
合
は
別
と
し
て
、
総
督
は
ニ
ュ
ー
・
ジ
ー
ラ
ン
ド
政
府
の
勧

告
に
従
う
こ
と
と
な
っ
無
芸
保
留
さ
れ
た
草
案
も
、
ニ
ュ
ー
・
'
蝣
*
-
ラ
ン
ド
政
府
の
勧
告
が
あ
る
場
合
は
、
常
に
国
王
の
裁
可
が
与

え
ら
れ
る
と
の
憲
法
慣
行
が
発
達
し
た
。
こ
の
よ
う
な
憲
法
慣
行
に
よ
り
、
ニ
ュ
ー
・
ジ
ー
ラ
ン
ド
議
会
権
限
に
対
す
る
制
限
と
し
て
の

総
督
の
保
留
は
、
重
要
な
意
味
を
失
っ
た
と
い
え
る
。

六
　
拒
　
　
　
絶

ヽ
1

8

サ125
n

H

H

一
、
ヽ
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こ

国
王
に
よ
る
法
律
の
拒
絶
は
、
保
留
と
同
様
、
国
王
大
権
に
含
ま
れ
る
も
の
で
あ
り
、
ド
ミ
ニ
オ
ン
議
会
制
定
法
を
無
効
と
す
る
も
の

で
あ
っ
た
。
ニ
ュ
ー
・
ジ
ー
ラ
ン
ド
憲
法
に
お
い
て
は
、
こ
の
国
王
の
権
限
は
、
C
o
n
s
t
i
t
u
t
i
o
n
A
c
t
1
8
5
2
(
U
K
)
第
五
八
条
で
規
定
さ

れ
る
。
国
王
は
、
総
督
が
同
意
を
与
え
た
制
定
法
が
英
国
政
府
に
通
知
さ
れ
て
か
ら
二
年
以
内
に
当
該
制
定
法
を
拒
絶
す
る
権
限
を
有
し

て
お
り
、
こ
の
拒
絶
さ
れ
た
制
定
法
は
、
事
後
的
に
無
効
と
さ
れ
る
。
英
国
国
王
の
こ
の
よ
う
な
権
限
は
'
一
九
世
紀
を
通
じ
て
数
回
行

使
さ
れ
た
の
み
に
止
ま
り
、
二
〇
世
紀
に
入
っ
て
か
ら
は
、
ニ
ュ
ー
・
ジ
ー
ラ
ン
ド
政
府
の
勧
告
に
よ
っ
て
の
み
行
使
さ
れ
る
と
い
う
憲

法
慣
行
が
発
達
し
た
。

と
こ
ろ
で
、
C
o
n
s
t
i
t
u
t
i
o
n
A
c
t
1
8
5
2
(
U
K
)
第
五
八
条
に
関
し
'
S
t
a
t
u
t
e
o
f
W
e
s
t
m
i
n
s
t
e
r
1
9
3
1
(
U
K
)
は
何
等
規
定
し
な
か
っ

た
が
、
当
該
規
定
は
、
N
e
w
Z
e
a
l
a
n
d
C
o
n
s
t
i
t
u
t
i
o
n
A
m
e
n
d
m
e
n
t
A
c
t
1
9
7
3
(
N
Z
)
第
三
条
第
1
項
に
よ
り
廃
止
さ
れ
、
現
在
で
は

ニ
ュ
ー
・
ジ
ー
ラ
ン
ド
議
会
制
定
法
に
対
す
る
国
王
の
拒
絶
は
認
め
ら
れ
な
い
O

四
　
結
　
　
　
論

国
際
法
で
は
一
般
に
主
権
と
は
、
対
外
的
主
権
お
よ
び
対
内
的
主
権
を
含
む
も
の
で
あ
る
と
理
解
さ
れ
て
い
る
。
ニ
ュ
ー
・
ジ
ー
ラ
ン

ド
が
第
一
次
世
界
大
戦
後
国
際
連
盟
に
加
盟
し
た
こ
と
は
、
集
合
的
承
認
と
は
考
え
ら
れ
な
い
が
、
条
約
締
結
の
前
提
と
し
て
の
国
際
法

主
体
性
が
肯
定
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
、
し
た
が
っ
て
B
a
l
f
o
u
r
報
告
お
よ
び
S
t
a
t
u
t
e
o
f
W
e
s
t
m
i
n
s
t
e
r
1
9
3
1
(
U
K
)
以
前
に
お
い

て
、
事
実
上
主
権
を
有
す
る
国
家
と
し
て
、
英
国
よ
り
独
立
し
て
い
た
と
言
え
る
。
国
際
法
上
の
主
体
と
し
て
の
国
家
と
は
、
国
家
が
一

般
に
国
際
法
上
の
権
利
義
務
関
係
の
当
事
者
た
り
え
、
ま
た
権
利
義
務
を
慣
習
お
よ
び
条
約
を
通
じ
て
形
成
し
う
る
こ
と
を
意
味
す
る
。

そ
し
て
そ
の
中
心
的
要
素
は
い
わ
ゆ
る
外
交
能
力
で
あ
る
。
か
か
る
地
位
ま
た
は
能
力
が
国
際
法
上
剥
奪
ま
た
は
制
限
さ
れ
る
場
合
に
、

主
権
の
喪
失
ま
た
は
制
限
が
考
え
ら
れ
る
が
、
ニ
ュ
ー
・
ジ
ー
ラ
ン
ド
に
関
し
て
は
、
第
一
次
世
界
大
戦
の
終
了
時
、
内
部
問
題
理
論
が

ヽ

-

ノ
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2
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:
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B

J
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適
用
さ
れ
た
場
合
に
お
い
て
も
、
主
権
に
対
す
る
こ
の
よ
う
な
制
限
が
存
在
し
た
と
は
考
え
ら
れ
ず
、
し
た
が
っ
て
、
B
a
昌
。
u
r
報
告
お
よ

び
S
t
a
t
u
t
e
o
f
W
e
s
t
m
i
n
s
t
e
r
1
9
3
1
(
U
K
)
は
、
明
示
的
に
こ
の
よ
う
な
主
権
国
家
と
し
て
の
ニ
ュ
ー
・
ジ
ー
ラ
ン
ド
の
法
的
地
位
を
認

め
た
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

対
外
的
主
権
と
と
も
に
対
内
的
主
権
も
制
限
を
受
け
る
こ
と
が
あ
る
が
、
l
般
に
主
権
国
家
が
こ
の
よ
う
な
制
限
を
受
け
る
の
は
'
明

示
的
ま
た
は
黙
示
的
に
制
限
を
受
容
し
た
場
合
に
限
ら
れ
る
。
ニ
ュ
ー
・
ジ
ー
ラ
ン
ド
に
対
す
る
制
限
は
こ
の
よ
う
な
自
主
的
な
も
の
で

は
な
く
、
宗
主
国
た
る
英
国
に
よ
る
一
方
的
な
も
の
で
あ
っ
た
。
ニ
ュ
ー
・
ジ
ー
ラ
ン
ド
議
会
に
は
、
英
国
議
会
に
は
な
い
制
限
が
存
在

し
た
が
'
憲
法
改
正
権
限
に
対
す
る
英
国
議
会
に
よ
る
制
限
は
、
N
e
w
Z
e
a
l
a
n
d
C
o
n
s
t
i
t
u
t
i
o
n
(
A
m
e
n
d
m
e
n
t
)
A
c
t
1
9
4
7
(
U
K
)
に
よ

り
黙
示
的
に
解
除
さ
れ
、
P
e
a
c
e
,
O
r
d
e
r
a
n
d
G
o
o
d
G
o
v
e
r
n
m
e
n
t
o
f
N
e
w
 
Z
e
a
l
a
n
d
規
定
に
基
づ
-
裁
判
所
に
よ
る
制
限
は
'

N
e
w
 
Z
e
a
l
a
n
d
 
C
o
n
s
t
i
t
u
t
i
o
n
(
A
m
e
n
d
m
e
n
t
)
A
c
t
1
9
4
7
(
U
K
)
に
よ
り
黙
示
的
に
、
そ
し
て
N
e
w
 
Z
e
a
l
a
n
d
 
C
o
n
s
t
i
t
u
t
i
o
n

A
m
e
n
d
m
e
n
t
A
c
t
1
9
7
3
(
N
Z
)
に
よ
り
明
示
的
に
解
除
さ
れ
た
o
英
国
法
と
の
抵
触
よ
り
生
じ
る
ニ
ュ
ー
　
%
-
ラ
ン
ド
議
会
の
立
法

権
限
に
対
す
る
制
限
は
、
S
t
a
t
u
t
e
o
f
W
e
s
t
m
i
n
s
t
e
r
A
d
o
p
t
i
o
n
A
c
t
1
9
4
7
(
N
Z
)
に
よ
り
解
除
さ
れ
た
o
保
留
お
よ
び
拒
絶
は
、
立

法
権
限
そ
の
も
の
に
対
す
る
制
限
で
は
な
い
が
、
こ
れ
ら
の
制
限
も
ま
た
、
一
つ
の
例
外
を
除
い
て
存
在
し
な
い
。
こ
の
よ
う
に
'

ニ
ュ
ー
・
ジ
ー
ラ
ン
ド
は
、
国
内
的
に
は
、
N
e
w
Z
e
a
l
a
n
d
C
o
n
s
t
i
t
u
t
i
o
n
(
A
m
e
n
d
m
e
n
t
)
A
c
t
1
9
4
7
(
U
K
)
に
よ
り
'
l
九
四
七
年
に

至
っ
て
、
初
め
て
完
全
な
対
内
的
主
権
を
行
使
し
得
る
よ
う
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

以
上
の
こ
と
か
ら
、
ニ
ュ
ー
・
ジ
ー
ラ
ン
ド
は
明
示
的
に
法
的
独
立
を
定
め
る
行
為
が
な
さ
れ
た
こ
と
は
な
い
が
、
一
九
四
七
年
に
至

<Ui

っ
て
独
立
し
た
と
い
う
こ
と
が
出
来
よ
う
。

(
-
)
　
第
1
次
大
戦
前
に
お
い
て
、
ド
ミ
ニ
オ
ン
は
、
自
治
権
を
有
す
る
植
民
地
を
意
味
し
、
カ
ナ
ダ
、
オ
ー
ス
^
-
1
7
リ
ア
、
ニ
ュ
ー
・
ジ
ー
ラ
ン
ド
、

南
ア
フ
リ
カ
、
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
お
よ
び
ニ
ュ
ー
・
フ
ァ
ウ
ン
ド
ラ
ン
ド
を
含
み
、
ま
た
イ
ン
ド
も
ド
,
,
,
ニ
オ
ン
同
様
に
扱
わ
れ
た
(
K
e
i
t
h
,
A
.

ハ
ハ
V

ワ
J

ヽ
-
ノ
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蝣
M

独のドン1
7

sユ
ニ

B
.
,
C
o
n
s
t
i
t
u
t
i
o
n
,
A
d
m
i
n
i
s
t
r
a
t
i
o
n
 
a
n
d
 
L
a
w
s
 
o
f
 
t
h
e
 
E
m
p
i
r
e
(
1
9
2
4
)
1
1
1
e
t
 
s
e
q
)
-
L
e
t
t
e
r
 
P
a
t
e
n
t
1
9
0
7
,
T
h
e
 
N
e
w
 
Z
e
a
l
a
n
d

G
a
z
e
t
t
e
,
1
9
0
8
,
p
.
1
6
3
9
(
N
o
.
4
5
)
に
よ
り
、
ニ
ュ
ー
・
ジ
ー
ラ
ン
ド
は
植
民
地
で
は
な
く
、
ド
,
,
,
ニ
オ
ン
の
地
位
を
有
す
る
と
宣
言
さ
れ
た
。

(
2
)
　
カ
ナ
ダ
と
ア
メ
リ
カ
と
の
間
で
直
接
交
渉
さ
れ
た
オ
ヒ
ョ
ウ
漁
業
条
約
が
、
I
九
二
三
年
、
英
国
国
王
の
全
権
委
任
状
の
も
と
に
、
カ
ナ
ダ
大

臣
に
よ
り
締
結
さ
れ
た
　
O
p
p
e
n
h
e
i
m
"
L
.
,
I
n
t
e
r
n
a
t
i
o
n
a
l
L
a
w
,
e
d
 
H
.
L
a
u
t
e
r
p
a
c
h
t
(
8
t
h
 
e
d
1
9
5
5
)
,
V
o
1
.
1
,
2
0
0
-
2
0
1
.
ま
た
、
i
b
i
d
,

2
0
0
n
.
3
お
よ
び
松
田
幹
夫
「
ド
ミ
ニ
オ
ン
の
条
約
締
結
能
力
」
国
際
法
外
交
雑
誌
(
t
九
七
七
)
第
七
六
巻
第
二
喜
l
頁
参
照
。

(

ォ

)

　

O

p

p

e

n

h

e

i

m

,

i

b

i

d

,

a

t

1

9

9

.

0
)
　
I
八
八
l
年
に
設
置
さ
れ
た
植
民
地
会
議
(
t
h
e
 
C
o
l
o
n
i
a
l
 
C
o
n
f
e
r
e
n
c
e
)
　
の
後
身
で
、
1
九
〇
七
年
に
帝
国
会
議
と
改
称
さ
れ
た
　
(
C
m
d

3
5
2
3
,
1
9
0
7
,
p
a
r
a
.
5
3
)
-
K
e
i
t
h
,
s
u
p
r
a
 
n
o
t
e
 
1
,
a
t
 
1
0
2
-
1
0
3
.

(

m

)

　

C

m

d

2

7

6

8

,

1

9

2

6

,

p

a

r

a

.

1

4

.

W

h

e

a

r

e

,

K

.

C

こ

T

h

e

 

C

o

n

s

t

i

t

u

t

i

o

n

a

l

S

t

r

u

c

t

u

r

e

o

f

t

h

e

C

o

m

m

o

n

w

e

a

l

t

h

(

1

9

6

0

)

4

-

5

参

照

o

O)　22&23Geo.5c.4.

(
7
)
　
た
だ
し
、
S
t
a
t
u
t
e
o
f
W
e
s
t
m
i
n
s
t
e
r
1
9
3
1
(
U
K
)
に
お
け
る
ド
,
,
,
ニ
オ
ン
と
は
、
カ
ナ
ダ
、
オ
ー
ス
上
フ
リ
ア
、
ニ
ュ
ー
・
ジ
ー
ラ
ン
ド
、

南
ア
フ
リ
カ
、
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
お
よ
び
ニ
ュ
ー
・
フ
ァ
ウ
ソ
ド
ラ
ン
ド
の
み
を
意
味
し
た
　
(
第
一
粂
)
0

(
8
)
　
イ
ン
ド
憲
法
の
成
立
に
よ
り
、
英
国
国
王
は
イ
ン
ド
の
元
首
で
は
な
-
な
っ
た
が
、
イ
ン
ド
は
英
国
国
王
を
コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ス
の
長
で
あ
る
と

認
め
た
上
で
コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ス
の
構
成
員
と
し
て
留
ま
っ
た
o
　
こ
れ
以
降
'
一
般
に
、
イ
ギ
リ
ス
・
コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ス
　
(
t
h
e
 
B
r
i
t
i
s
h

C
o
m
m
o
n
w
e
a
l
t
h
o
f
 
N
a
t
i
o
n
s
)
　
は
コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ス
　
(
t
h
e
 
C
o
m
m
o
n
w
e
a
l
t
h
)
　
と
呼
称
さ
れ
る
　
(
M
a
n
s
e
r
g
h
,
N
.
,
S
u
r
v
e
y
 
o
f
 
B
r
i
t
i
s
h

C
o
m
m
o
n
w
e
a
l
t
h
A
f
f
a
i
r
e
s
(
1
9
5
8
)
2
5
0
-
2
5
1
)
-

(
o
>
)
　
1
&
2
E
l
i
z
.
2
c
.
_
 
9
.
S
t
a
t
u
t
e
o
f
W
e
s
t
m
i
n
s
t
e
r
前
文
参
照
o
こ
れ
に
よ
り
、
元
首
に
関
す
る
限
り
、
同
君
連
合
と
同
様
に
扱
わ
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
。

1
0
)

闇
的

1
2
)

1
九
九
1
年
現
在
、
コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ス
構
成
国
は
四
九
カ
国
を
数
え
る
0

1
九
七
l
年
の
コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ス
首
相
会
議
宣
言
.

H
.
L
.
E
.
,
(
4
t
h
 
e
d
1
9
7
4
)
,
V
o
1
.
6
,
p
a
r
a
s
.
8
0
㌣
8
1
0
.
コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ス
の
構
成
国
中
、
英
国
女
王
を
元
首
と
す
る
も
の
は
1
七
カ
国
で
あ

る
。
コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ス
の
旧
構
成
国
と
し
て
は
、
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
共
和
国
(
i
九
四
九
年
脱
退
)
、
南
ア
フ
リ
カ
共
和
国
(
1
九
六
l
年
脱
退
)
　
お

よ
び
フ
ィ
ー
ジ
ー
(
1
九
八
七
年
脱
退
)
.

l
l

131251
.
_
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説

　

(

S

2

)

　

O

p

p

e

n

h

e

i

m

,

s

u

p

r

a

n

o

t

e

2

,

a

t

2

0

3

-

2

0

5

;

W

a

d

e

,

E

.

C

.

S

.

,

C

o

n

s

i

t

i

t

u

t

i

o

n

a

l

a

n

d

A

d

m

i

n

i

s

t

r

a

t

i

v

e

L

a

w

,

e

d

A

.

W

.

B

r

a

d

l

e

y

,

蝣

<

*

(
1
0
t
h
 
e
d
1
9
8
5
)
3
9
2
.

論
　
C
2
)
　
南
ア
フ
リ
カ
に
閑
し
、
S
t
a
t
u
s
o
f
U
n
i
o
n
A
c
t
1
9
3
4
(
1
9
3
4
,
N
o
.
6
9
)
;
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
に
関
し
、
T
h
e
C
o
n
s
t
i
t
u
t
i
o
n
A
c
t
1
9
3
7
(
1
9
3
7
,

N
o
.
1
6
)
,
R
e
p
u
b
l
i
c
o
f
l
r
e
l
a
n
d
A
c
t
1
9
4
8
(
1
9
4
8
,
N
o
.
2
2
)
;
i
l
ユ
ー
・
フ
ァ
ウ
ソ
ド
ラ
ソ
ド
に
閑
し
、
B
r
i
t
i
s
h
N
o
r
t
h
A
m
e
r
i
c
a
n
A
c
t

1
9
4
9
(
U
K
)
(
1
2
&
1
3
G
e
o
.
6
c
.
2
2
)
;
H
.
L
.
E
.
,
(
4
t
h
e
d
1
9
7
4
)
,
V
o
1
.
6
,
p
a
r
a
.
9
2
7
;
オ
ー
ス
上
フ
リ
ア
に
閑
し
'
A
u
s
t
r
a
l
i
a
A
c
t
1
9
8
6

へ
U
K
)
(
1
9
8
6
c
.
2
)
-
た
だ
し
、
田
中
英
夫
編
『
英
米
法
辞
典
』
(
1
九
九
t
)
九
八
〇
-
九
八
1
頁
o

(
2
)
　
P
h
i
l
l
i
p
s
,
O
.
H
.
,
C
o
n
s
t
i
t
u
t
i
o
n
a
l
 
a
n
d
 
A
d
m
i
n
i
s
t
r
a
t
i
v
e
 
L
a
w
(
3
r
d
 
e
d
1
9
6
2
)
8
0
9
;
S
c
o
t
t
,
K
.
J
.
,
T
h
e
 
N
e
w
 
Z
e
a
l
a
n
d

C
o
n
s
t
i
t
u
t
i
o
n
(
1
9
6
2
)
1
;
W
h
e
a
r
e
,
J
.
J
.
,
M
o
d
e
r
a
n
C
o
n
s
t
i
t
u
t
i
o
n
s
(
2
n
d
e
d
1
9
6
2
)
5
,
6
.

(
S
2
)
　
R
o
b
e
r
t
s
-
W
r
a
y
,
K
.
,
C
o
m
m
o
n
w
e
a
l
t
h
a
n
d
C
o
l
o
n
i
a
l
L
a
w
(
1
9
6
6
)
3
6
4
e
t
s
e
q
.

(
^
)
　
d
e
 
S
m
i
t
h
,
S
.
A
.
,
"
T
h
e
 
C
o
n
s
t
i
t
u
t
i
o
n
 
a
n
d
 
t
h
e
 
C
o
m
m
o
n
 
M
a
r
k
e
t
"
,
(
1
9
7
1
)
3
4
M
.
L
.
R
e
v
.
5
9
7
;
W
a
d
e
,
H
.
W
.
R
-

・
'
S
o
v
e
r
e
i
g
n
t
y
a
n
d
t
h
e
E
u
r
o
p
e
a
n
C
o
m
m
u
n
i
t
i
e
s
"
,
(
1
9
7
2
)
8
8
L
.
Q
.
R
.
1
;
M
i
t
c
h
e
l
l
,
J
.
D
.
B
.
,
e
t
a
l
,
"
C
o
n
s
t
i
t
u
t
i
o
n
a
l
A
s
p
e
c
t
s
o
f

t
h
e
T
r
e
a
t
y
a
n
d
L
e
g
i
s
l
a
t
i
o
n
r
e
l
a
t
i
n
g
t
o
B
r
i
t
i
s
h
M
e
m
b
e
r
s
h
i
p
"
,
(
1
9
7
2
)
C
.
M
.
L
.
R
e
v
.
1
3
4
;
T
r
i
n
i
d
a
d
e
,
F
.
A
.
,
"
P
a
r
l
i
a
m
e
n
t
a
r
y

S
o
v
e
r
e
i
g
n
t
y
a
n
d
t
h
e
P
r
i
m
a
c
y
o
f
E
u
r
o
p
e
a
n
C
o
m
m
u
n
i
t
y
L
a
w
"
,
(
1
9
7
2
)
3
5
M
.
L
.
R
e
v
.
3
7
5
.

(
2
)
　
R
o
b
e
r
t
s
-
W
r
a
y
,
s
u
p
r
a
 
n
o
t
e
1
6
,
a
t
3
6
3
a
n
d
4
1
7
.

(
2
)
ニ
ュ
ー
・
ジ
ー
ラ
ン
ド
裁
判
所
に
お
い
て
、
英
国
判
例
、
特
に
H
o
u
s
e
o
f
L
o
r
d
s
判
例
は
高
度
の
説
得
的
効
果
を
有
し
、
時
に
は
P
r
i
v
y

C
o
u
n
c
i
l
判
例
に
優
先
す
る
と
も
判
示
さ
れ
る
(
C
o
r
b
e
t
t
v
S
o
c
i
a
l
S
e
c
u
r
i
t
y
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
,
[
1
9
6
2
]
N
.
Z
.
L
.
R
.
8
7
8
)
-
ま
た
他
の
ド
ミ
ニ

オ
ン
、
特
に
カ
ナ
ダ
,
オ
ー
ス
土
フ
リ
ア
判
例
も
同
様
に
説
得
的
効
果
を
有
す
る
。
本
稿
に
お
い
て
は
、
ニ
ュ
ー
・
ジ
ー
ラ
ン
ド
裁
判
所
判
例
と
と

も
に
、
英
国
判
例
お
よ
び
他
の
ド
ミ
ニ
オ
ン
判
例
を
引
用
、
検
討
す
る
0

(
a
)
　
拙
稿
、
「
割
譲
条
約
に
よ
る
ニ
ュ
ー
・
ジ
ー
ラ
ン
ド
の
植
民
地
化
」
ア
ジ
ア
経
済
(
1
九
八
六
)
第
二
七
巻
第
六
号
四
三
頁
、
四
五
貢
以
下
参

照
。

(
」
)
　
3
&
4
V
i
c
.
c
.
6
2
.

(
」
3
)
　
N
e
w
S
o
u
t
h
W
a
l
e
s
C
o
n
t
i
n
u
a
n
c
e
A
c
t
1
8
4
0
,
s
.
2
.

(
」
3
)
　
1
5
&
1
6
V
i
c
.
c
.
7
2
.
C
o
n
s
t
i
t
u
t
i
o
n
A
c
t
1
8
4
6
(
U
K
)
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1
9
1
9
]
N
.
Z
.
L
.
R
.
3
0
5
.

M
a
c
L
e
o
d
C
a
s
e
は
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
の
ニ
ュ
ー
・
サ
ウ
ス
・
ウ
ェ
ー
ル
ズ
州
と
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
重
婚
、
L
a
n
d
e
r
C
a
s
e
は
、
ニ
ュ
ー
・

ジ
ー
ラ
ン
ド
と
英
国
に
お
け
る
重
婚
に
関
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

M
a
c
L
e
o
d
C
a
s
e
に
対
す
る
批
判
と
し
て
'
S
a
l
m
o
n
d
,
s
u
p
r
a
n
o
t
e
4
5
参
照
。

[
1
9
3
3
]
A
.
C
.
1
5
6
.

H
o
u
s
e
o
f
L
o
r
d
s
の
1
九
六
六
年
の
P
r
a
c
t
i
c
e
S
t
a
t
e
m
e
n
t
以
前
に
お
い
て
も
、
P
r
i
v
y
C
o
u
n
c
i
l
は
自
己
の
判
例
に
お
け
る
厳
密
な
先
例
拘

ヽ
1531251
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V
L
O
V

束
性
を
認
め
て
い
な
か
っ
た
。
C
r
o
s
s
,
R
.
,
P
r
e
c
e
d
e
n
t
i
n
E
n
g
l
i
s
h
L
a
w
(
3
r
d
e
d
1
9
7
7
)
2
0
-
2
1
.

[
1
9
5
2
]
N
.
Z
.
L
.
R
.
4
9
6
.
当
該
判
例
に
お
い
て
は
S
t
a
t
u
t
e
o
f
W
e
s
t
m
i
n
s
t
e
r
A
d
o
p
t
i
o
n
A
c
t
1
9
4
7
(
N
Z
)
以
前
に
な
さ
れ
た
ニ
ュ
ー
・

ジ
ー
ラ
ン
ド
議
会
立
法
が
問
題
と
な
っ
た
。

.
1.

i

(5 9)

(g)
(
」
)

f
c
x
n

I
b
i
d
,
5
1
9
p
e
r
A
d
a
m
s
J
.

S
t
a
t
u
t
e
o
f
W
e
s
t
m
i
n
s
t
e
r
1
9
3
1
(
U
K
)
第
三
粂
お
よ
び
第
1
0
条
参
照
。

三
　
P
e
a
c
e
,
O
r
d
e
r
a
n
d
G
o
o
d
G
o
v
e
r
n
m
e
t
o
f
N
e
w
Z
e
a
l
a
n
d
お
よ
び
四
　
英
国
法
と
の
抵
触
参
照
。

A
s
h
b
u
r
y
v
E
l
l
i
s
,
[
1
8
9
3
]
A
.
C
.
3
3
9
a
t
3
4
4
a
n
d
3
5
5
p
e
r
L
o
r
d
H
o
b
h
o
u
s
e
;
I
n
r
e
A
w
a
r
d
s
a
f
f
e
c
t
i
n
g
t
h
e
W
e
l
l
i
n
g
t
o
n

c
o
o
k
s
 
a
n
d
S
t
e
w
a
r
d
s
U
n
i
o
n
,
(
1
9
0
6
)
2
6
N
.
Z
.
L
.
R
.
3
9
4
a
t
4
1
1
p
e
r
S
i
r
R
o
b
e
r
t
S
t
o
u
t
;
S
e
m
p
l
e
v
O
D
o
n
o
v
a
n
,
[
1
9
1
7
]
G
.
L
.

R
.
(
N
Z
)
1
3
7
a
t
1
4
1
p
e
r
D
e
n
n
i
s
t
o
n
.

A
s
h
b
u
r
y
v
E
l
l
i
s
,
[
1
8
9
3
]
A
.
C
.
3
3
9
a
t
3
4
4
;
A
t
t
.
-
G
e
n
.
f
o
r
C
a
n
a
d
a
v
C
a
i
n
,
[
1
9
0
6
]
A
.
C
.
5
4
2
;
P
&
O
C
o
.
v
K
i
n
g
s
t
o
n

[
1
9
0
3
]
A
.
C
.
4
7
1
.

W
o
o
l
-
w
o
r
t
h
s
(
N
e
w
Z
e
a
l
a
n
d
)
L
t
d
.
v
W
y
n
n
e
,
[
1
9
5
2
]
N
.
Z
.
L
.
R
.
4
9
6
a
t
5
1
8
p
e
r
A
d
a
m
s
J
.
た
だ
し
,
P
h
i
l
l
i
p
s
,
O
.
H
.
,

C
o
n
s
t
i
t
u
t
i
o
n
a
l
a
n
d
A
d
m
i
n
i
s
t
r
a
t
i
v
e
L
a
w
(
4
t
h
e
d
1
9
6
7
)
7
4
5
参
照
。
ま
た
、
N
e
w
Z
e
a
l
a
n
d
C
o
n
s
t
i
t
u
t
i
o
n
A
m
e
n
d
m
e
n
t
A
c
t

1
9
7
3
(
N
Z
)
第
二
粂
参
照
o

R
o
b
e
r
t
s
-
W
r
a
y
,
s
u
p
r
a
n
o
t
e
1
6
,
a
t
3
6
9
-
3
7
0
.

四
　
英
国
法
と
の
抵
触
参
照
。
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-
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R
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e

r

t

s

-

W

r

a

y

,

s

u

p

r

a

n

o

t

e

1

6

,

a

t

3

6

9

;

A

s

h

b

u

r

y

v

E

l

l

i

s

,

[

1

8

9

3

]

A

.

C

.

3

3

9

a

t

3

4

4

a

n

d

,

3

5

5

p

e

r

L

o

r

d
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o

b

h

o

u

s

e

・

I

n

r

e

A

w

a

r

d

s
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f
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e
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l

l

i
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o
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o
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s

 

a

n

d

S

t

e

w

a

r

d

s

 

U

n

i

o

n

,

(

1

9

0

6

)

2

6

N

.

Z

.

L

.

R

.

3

9

4

a

t

4

1

1

p

e

r

S

i

r

R

o

b

e

r

t

S

t

o

u

t

‥

s
e
m
p
l
e
v
O
'
D
o
n
o
v
a
n
,
[
1
9
1
7
]
G
.
L
.
R
.
(
N
Z
)
1
3
7
a
t
1
4
1
p
e
r
D
e
n
n
i
s
t
o
n
J
;
a
t
1
4
0
,
1
4
1
p
e
r
S
t
o
u
t
C
J
;
a
t
1
4
3
p
e
r
C
o
o
p
e
r

J
;
a
n
d
 
a
t
1
4
5
p
e
r
C
h
a
p
m
a
n
 
J
.

K

i

e

l

v

R

,

(

1

8

5

5

)

1

0

A

p

p

.

C

a

s

.

6

7

5

a

t

6

7

8

p

e

r

L

o

r

d

H

o

b

h

o

u

s

e

.

ま

た

　

C

h

e

n

a

r

d

&

C

o

.

v

J

o

a

c

h

i

m

A

r

i

s

s

o

l

,

[

1

9

4

9

]

A

.

C

.

1
2
7
a
t
1
3
2
p
e
r
L
o
r
d
R
e
i
d
参
照
.

I

b

r

a

l

e

b

b

e

v

R

,

[

1

9

6

4

]

A

.

C

.

9

0

0

a

t

9

2

3

p

e

r

L

o

r

d

R

a

d

c

l

i

f

f

e

.

ま

た

、

D

'

E

m

d

e

n

v

P

e

d

d

e

r

,

(

1

9

0

4

)

1

C

.

L

.

R

.
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1

a

t

l

O

9

a

n

d
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・
p
.
I
.
I

r
t

ニ

(
」
)

(
」
)

K
t
-
J

叫
蘭
的

(
」
)

0
2
)

0
5
)

(t)
(
7
8
)

(
」
)

kccJ

n
o
p
e
r
G
r
i
f
f
i
t
h
C
J
参
照
。

(
1
9
3
3
)
4
9
C
.
L
.
R
.
2
2
0
a
t
2
3
6
p
e
r
E
v
a
t
t
 
J
.

[
1
9
6
8
]
N
.
Z
.
L
.
R
.
1
1
9
a
t
1
2
2
.

例
え
ば
、
R
i
e
l
v
R
に
お
い
て
、
立
法
が
P
e
a
c
e
,
O
r
d
e
r
a
n
d
G
o
o
d
G
o
v
e
r
n
m
e
t
を
目
的
と
し
て
は
い
る
が
、
そ
の
結
果
に
お
い
て
目
的

と
す
る
効
果
を
生
じ
さ
せ
な
い
場
合
、
u
l
t
r
a
v
i
r
e
s
に
な
る
と
の
主
張
を
、
P
r
i
v
y
 
t
C
o
u
n
c
i
l
は
認
め
な
か
っ
た
　
(
1
8
5
5
)
1
0
A
p
p
.
C
a
s
.
6
7
5

a

t

6

7

8

p

e

r

L

o

r

d

H

o

b

h

o

u

s

e

.

ま

た

C

h

e

n

a

r

d

&

C

o

.

v

J

o

a

c

h

i

m

A

r

i

s

s

o

l

,

[

1

9

4

9

]

A

.

C

.

1

2

7

a

t

1

3

2

p

e

r

L

o

r

d

R

e

i

d

参

照

o

T
r
u
s
t
e
e
s
,
E
x
e
c
u
t
o
r
s
&
A
g
e
n
c
y
 
C
o
.
L
t
d
.
v
F
e
d
e
r
a
l
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
e
r
 
o
f
T
a
x
a
t
i
o
n
,
(
1
9
3
3
)
4
9
C
.
L
.
R
.
2
2
0
a
t
2
3
6
p
e
r

Evatt J.

(
1
9
3
3
)
4
9
C
.
L
.
R
.
2
2
0
a
t
2
4
0
.

Ibid,236.

M
c
C
a
w
l
e
y
v
R
,
[
1
9
2
6
]
A
.
C
.
6
9
1
a
t
7
0
3
,
7
0
9
p
e
r
L
o
r
d
B
i
r
k
e
n
h
e
a
d
;
K
a
r
i
a
p
p
e
r
v
W
i
j
e
s
i
n
h
a
,
[
1
9
6
7
]
A
l
1
.
E
.
R
.
4
8
5
a
t

4

9

5

.

「,i)

(
8
2
)

K
o
O
J

＼
-
*
>

(
8
5
)

1
9
7
3
,
N
o
.
1
1
4
.

C
o
n
s
t
i
t
u
t
i
o
n
A
m
e
n
d
m
e
n
t
A
c
t
1
9
7
3
(
N
Z
)
第
二
条
は
、
ま
た
同
時
に
'
S
t
a
t
u
t
e
o
f
W
e
s
t
m
i
n
s
t
e
r
A
d
o
p
t
i
o
n
A
c
t
1
9
4
7
(
N
Z
)
揺

択
以
前
に
お
い
て
制
定
さ
れ
た
立
法
は
、
す
べ
て
ニ
ュ
ー
・
ジ
ー
ラ
ジ
ド
議
会
の
権
限
内
で
あ
り
有
効
で
あ
る
と
宣
言
し
た
.

C
o
p
y
r
i
g
h
t
O
w
n
e
r
s
R
e
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
S
o
c
i
e
t
y
L
t
d
.
V
E
M
I
,
(
1
9
5
8
)
1
0
0
C
.
L
.
R
.
5
9
7
.

C
o
l
o
n
i
a
l
L
a
w
s
V
a
l
i
d
i
t
y
A
c
t
1
8
6
5
(
U
K
)
第
1
条
o
　
ま
た
、
U
n
i
o
n
S
t
e
a
m
s
h
i
p
C
o
.
o
f
N
Z
L
t
d
.
v
T
h
e
C
o
m
m
o
n
w
e
a
l
t
h
,

(

1

9

2

5

)

3

6

C

.

L

.

R

.

1

3

0

参

照

o

c
o
l
o
n
i
a
l
L
a
w
s
V
a
l
i
d
i
t
y
A
c
t
1
8
6
5
(
U
K
)
第
二
条
o

C
o
l
o
n
i
a
l
L
a
w
s
V
a
l
i
d
i
t
y
A
c
t
1
8
6
5
(
U
K
)
第
三
条
.
田
中
英
夫
『
英
米
法
総
論
　
上
』
(
t
九
八
〇
)
三
四
二
頁
注
六
参
照
.

C
o
l
o
n
i
a
l
L
a
w
s
V
a
l
i
d
i
t
y
A
c
t
1
8
6
5
(
U
K
)
第
四
条
。

C
o
p
y
r
i
g
h
t
 
O
w
n
e
r
s
R
e
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
S
o
c
i
e
t
y
L
t
d
.
V
E
M
I
,
(
1
9
5
8
)
1
0
0
C
.
L
.
R
.
5
9
7
.

s
t
a
t
u
t
e
o
f
W
e
s
t
m
i
n
s
t
e
r
A
d
o
p
t
i
o
n
A
c
t
1
9
4
7
(
N
Z
)
第
三
粂
第
1
項
参
照
。
請
求
お
よ
び
同
意
は
憲
法
慣
習
と
し
て
S
t
a
t
u
t
e
o
f
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l
e
a
;

(
f
e
)

f
C
O
N

v
o
Q
J

(
8
)

(
9
0
)

(
」
)

(
9
2
)

f
C
O
¥

(
9
4
)

W
e
s
t
m
i
n
s
t
e
r
A
d
o
p
t
i
o
n
A
c
t
1
9
4
7
(
N
Z
)
以
前
に
お
い
て
も
存
在
し
た
が
、
S
t
a
t
u
t
e
o
f
W
e
s
t
m
i
n
s
t
e
r
1
9
3
1
(
U
K
)
第
四
条
が
適
用
さ
れ

な
か
っ
た
た
め
、
明
示
的
に
は
立
法
に
お
い
て
示
さ
れ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
o
　
ま
た
'
N
e
w
 
Z
e
a
l
a
n
d
 
C
o
n
s
t
i
t
u
t
i
o
n
(
R
e
q
u
e
s
t
 
a
n
d

C

o

n

s

e
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)

A

c

t

1
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4

7

(

N

Z

)

(

1
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4
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,

N
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.
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)

お
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び

N

e

w
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e

a

l
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n

d
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o

n

s

t
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t

u

t
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o

n

(
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m

e
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)

A
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t

1

9

4

7

(

U
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)

(

1

1

&

1

2

G

e

o

.

6

c
.
4
)
参
照
。

S
t
a
t
u
t
e
o
f
W
e
s
t
m
i
n
s
t
e
r
A
d
o
p
t
i
o
n
A
c
t
1
9
4
7
(
N
Z
)
第
三
条
第
二
項
参
照
.

B

r

i

t

i

s

h

C

o
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l

C

o

r

p

o

r
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v

R

,
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1

9
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5

]

A

.
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.

5

0

0
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0

p
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e
r
e
i
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n
t
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,
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1
9
5
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]
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.
L
.
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.
1
7
2
.

S
t
a
t
u
t
e
o
f
W
e
s
t
m
i
n
s
t
e
r
1
9
3
1
(
U
K
)
第
四
条
o

C
o
p
y
r
i
g
h
t
 
O
w
n
e
r
s
 
R
e
p
r
o
d
u
c
t
i
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n
 
S
o
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i
e
t
y
 
L
t
d
.
v
 
E
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,
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1
9
5
8
)
1
0
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C
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.
5
9
7
.
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o
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e
r
t
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-
W
r
a
y
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u
p
r
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n
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t
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1
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4
1
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-
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S
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o
t
t
,
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u
p
r
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o
t
e
1
5
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a
t
1
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r
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.
,
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o
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i
g
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o
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e
l
m
p
e
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a
l
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r
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i
a
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n
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;
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1
9
6
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)
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3
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.
R
.
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.
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憲
司
「
オ
ー
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ト
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ア
の
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独
立
』
イ
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リ
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1
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八
六
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-
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ア
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制
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、
ジ
ュ
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ス
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・
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七
二
号
(
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九
八
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)
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〇
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参
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o

ニ
ュ
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・
ジ
ー
ラ
ン
ド
に
お
け
る
立
法
は
・
 
'
ニ
ュ
ー
.
"
'
¥
,
-
ラ
シ
ド
議
会
に
よ
る
可
決
、
国
王
の
名
に
よ
る
総
督
の
同
意
を
経
て
成
立
す
る

{
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o
n
s
t
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t
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t
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